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203. 近代沖縄の教育会における役職者の変容過程

近
代
沖
縄
の
教
育
会
に
お
け
る
役
職
者
の
変
容
過
程

─
一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
は
じ
め
ま
で
の
人
的
構
成
─

藤　

澤　

健　

一

一　

課
題
と
方
法

　

本
稿
の
課
題
は
、
近
代
沖
縄
の
教
育
会
に
お
け
る
人
的
構
成
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
を
役
職
者
に
注
目
し
て

実
証
的
に
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
教
育
会
と
は
、
一
八
八
六
年
一
月
創
立
の
沖
縄
私
立
教
育
会
を
起
源

と
し
、
沖
縄
県
私
立
教
育
会
、
沖
縄
教
育
会
と
改
称
を
か
さ
ね
た
の
ち
、
沖
縄
県
教
育
会
と
し
て
一
九
一
五
年
一
〇
月

に
設
立
さ
れ
、
す
く
な
く
と
も
一
九
四
五
年
二
月
ま
で
存
続
し
た
教
員
団
体
の
総
称
と
し
て
も
ち
い
る
（
以
下
、
原
則

と
し
て
、
沖
縄
県
教
育
会
、
あ
る
い
は
同
会
と
し
て
統
一
的
に
表
記
））

1
（

。
お
な
じ
く
、
役
職
者
と
は
、
総
裁
、
会
長
・

副
会
長
（
以
下
、
指
導
層
）.

に
く
わ
え
、
幹
事
、
主
事
（
以
下
、
実
務
層
）
と
い
っ
た
、
一
定
の
過
程
を
経
て
選
出
さ

れ
た
同
会
に
お
け
る
管
理
運
営
担
当
者
の
総
称
と
し
て
も
ち
い
る
。
ま
た
、
人
的
構
成
と
は
各
職
位
に
就
任
し
た
人
物
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の
兼
務
体
制
に
く
わ
え
、
出
身
地
や
学
歴
、
職
歴
と
い
っ
た
属
性
を
さ
す
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
実
務
層
に
該
当
す

る
も
の
の
、
評
議
員
と
代
議
員
、
お
よ
び
二
（
区
）
市
五
郡
に
設
置
さ
れ
た
教
育
部
会
（
以
下
、
地
方
部
会
））

2
（

の
会
長

な
ど
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
理
由
に
も
と
づ
き
、
本
稿
で
の
分
析
対
象
か
ら
は
除
外
す
る
。

　

近
代
沖
縄
史
と
ほ
ぼ
か
さ
な
る
期
間
を
通
じ
、
沖
縄
県
教
育
会
は
沖
縄
に
お
け
る
教
育
の
運
営
と
実
践
に
お
い
て
、

組
織
的
で
継
続
的
な
影
響
力
を
も
っ
た
団
体
と
し
て
知
ら
れ
る
。
会
員
は
学
務
担
当
者
や
沖
縄
師
範
学
校
の
校
長
、
教

員）
3
（

な
ど
の
ほ
か
、
主
に
小
学
校
教
員
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
創
立
時
点
で
二
二
五
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
会
員
数
は
一
八

九
二
年
に
は
三
〇
〇
名
に
ま
で
い
た
っ
た
。
会
員
数
は
停
滞
あ
る
い
は
漸
増
を
維
持
し
た
の
ち
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
伸
張

を
つ
づ
け
、
一
九
一
〇
年
代
な
か
ば
に
一
三
〇
〇
名
を
超
え
、
一
九
三
四
年
で
二
四
五
三
名
、
さ
ら
に
一
九
四
〇
年
で

は
二
八
七
四
名
に
ま
で
お
よ
ん
だ）

4
（

。
機
関
誌
『
琉
球
教
育
』『
沖
縄
教
育
』
な
ど
に
お
け
る
言
説
は
教
育
史
に
と
ど
ま

ら
ず
、
多
く
の
研
究
領
域
に
お
い
て
し
ば
し
ば
引
証
さ
れ
る
。
そ
の
半
面
、
研
究
史
に
即
し
て
す
ぐ
の
ち
に
く
わ
し
く

述
べ
る
よ
う
に
、
人
的
構
成
の
内
実
と
い
う
、
い
わ
ば
組
織
体
と
し
て
の
基
礎
的
な
事
実
の
解
明
に
つ
い
て
は
依
然
、

未
解
明
の
課
題
が
の
こ
る
。
本
稿
は
従
前
、
解
明
で
き
な
か
っ
た
こ
の
点
に
注
目
す
る
。

　

こ
の
課
題
の
も
つ
研
究
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
、
方
法
の
提
示
に
先
立
ち
説
明
す
る
。
本
稿
の
課
題
は
、
ふ
た
つ
の

研
究
領
域
に
接
続
す
る
。
第
一
に
教
育
会
史
を
ふ
く
め
、
近
代
沖
縄
教
育
史
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
。
一
般
に
地
方
教

育
会
は
、
国
家
の
教
育
政
策
を
補
完
す
る
と
と
も
に
教
育
関
係
者
に
よ
る
職
能
団
体
と
し
て
機
能
し
た
。
こ
う
し
た
経

過
に
照
ら
し
、
地
方
教
育
会
は
「
半
官
半
民
」
的
な
団
体
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
事
業
に
か
か
わ
る
研
究
が
こ
れ
ま
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で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た）

5
（

。
沖
縄
県
教
育
会
に
つ
い
て
は
、
近
代
沖
縄
教
育
史
の
分
析
に
お
い
て
不
可
欠
の
位
置
を
付

与
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
す
で
に
注
視
さ
れ
て
き
た）

6
（

。
た
だ
し
、
他
府
県
と
大
き
く
異
な
り
、
そ
れ
ら
は
沖
縄

戦
に
よ
る
戦
災
に
起
因
し
た
史
料
的
な
制
約
を
長
く
受
け
、
現
在
に
い
た
る）

7
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
各
研
究
の
注
視
す
る
時

期
や
事
象
に
応
じ
、
同
会
に
お
け
る
言
説
が
任
意
に
切
り
取
ら
れ
た
う
え
で
断
片
的
に
分
析
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
は
常

に
免
れ
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
同
会
に
お
け
る
人
的
構
成
に
つ
い
て
は
、
そ
の
変
容
過
程
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
通
史
的

な
視
野
の
確
立
に
は
い
た
ら
な
い
。
こ
の
隘
路
を
一
定
程
度
、
克
服
し
、
沖
縄
県
教
育
会
に
お
け
る
人
的
構
成
を
分
析

し
た
、
近
年
の
注
目
す
べ
き
研
究
と
し
て
、
以
下
の
二
点
が
あ
る
。
照
屋
信
治
『
近
代
沖
縄
教
育
と
「
沖
縄
人
」
意
識

の
行
方

─
沖
縄
県
教
育
会
機
関
誌
『
琉
球
教
育
』『
沖
縄
教
育
』
の
研
究
』
溪
水
社
、
二
〇
一
四
年
（
以
下
、
前
著
）、

お
よ
び
近
藤
健
一
郎
「
戦
時
体
制
下
の
沖
縄
県
教
育
会
と
沖
縄
県
庁
」
藤
澤
健
一
編
『
移
行
す
る
沖
縄
の
教
員
世
界

─
戦
時
体
制
か
ら
米
軍
占
領
下
へ
』
不
二
出
版
、
二
〇
一
六
年
（
以
下
、
後
著
）
で
あ
る
。

　

前
著
は
題
目
に
も
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
会
機
関
誌
に
お
け
る
言
説
を
中
心
に
、
近
代
沖
縄
に
お
け
る
教
育
会
史

を
主
題
化
す
る
。
な
か
で
も
本
稿
の
課
題
に
即
し
注
視
す
べ
き
は
、
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
三
九
年
に
い
た
る
時
期
の

沖
縄
に
お
け
る
教
育
会
の
役
職
者
に
つ
い
て
、
氏
名
と
職
位
を
と
も
な
い
総
覧
し
た
こ
と
で
あ
る）

8
（

。
こ
れ
は
、
従
前

の
史
料
調
査
の
成
果
に
立
ち
、『
琉
球
教
育
』『
沖
縄
教
育
』
を
通
史
的
に
精
査
す
る
こ
と
に
よ
り
結
実
し
た
基
礎
的
な

成
果
で
あ
る
。
半
面
、
当
該
総
覧
は
、
①
各
年
の
正
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
年
賀
挨
拶
記
事
に
依
拠
し
て
お
り
、
年
内
の

異
動
を
は
じ
め
捕
捉
さ
れ
て
い
な
い
事
実
関
係
が
多
い
。
②
と
く
に
一
九
一
〇
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
は
捕
捉
で
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き
て
い
な
い
年
が
目
立
つ
と
と
も
に
、
一
九
四
〇
年
以
後
の
事
実
関
係
が
反
映
で
き
て
い
な
い
。
さ
ら
に
③
各
地
方
部

会
長
（
副
部
会
長
）
に
つ
い
て
は
捕
捉
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
三
つ
の
欠
落
を
理
由
と
し
て
、
同
総
覧
は
通
史
的
な

視
野
を
提
示
で
き
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い）

9
（

。　
　

　

し
か
し
、
問
題
は
こ
う
し
た
単
純
な
欠
落
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
り
わ
け
以
下
の
点
に
お
い
て
同
総
覧
は
再
検
証
を

必
需
と
す
る
。
そ
れ
は
、
沖
縄
人
と
大
和
人
と
の
関
係
と
い
う
同
書
に
お
い
て
焦
点
化
さ
れ
た
課
題
に
直
結
す
る
。
す

な
わ
ち
、
沖
縄
県
教
育
会
に
お
い
て
、
一
部
の
例
外
を
の
ぞ
き
、
そ
の
指
導
層
は
大
和
人
に
よ
り
占
有
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
そ
の
一
方
、
お
な
じ
く
「
沖
縄
人
の
教
育
会
の
主
要
な
地
位
へ
の
参
入
」
が
一
九
二
〇
年
代
以
後
に
顕
在
化
し
、
同

時
期
か
ら
は
、
む
し
ろ
「
沖
縄
人
と
大
和
と
の
対
立
だ
け
で
は
な
く
、
沖
縄
人
有
力
者
の
間
で
の
教
育
観
・
社
会
観
・

沖
縄
観
の
違
い
」
が
教
育
会
の
運
営
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
と
同
書
は
指
摘
す
る
（
以
上
、
一
八
一
頁
）。
あ
ら
か
じ
め

記
せ
ば
、
こ
の
分
析
結
果
そ
の
も
の
は
傾
向
と
し
て
か
な
ら
ず
し
も
あ
や
ま
り
で
は
な
い
。
く
わ
え
て
「
編
集
権
」
と

い
う
視
点
に
も
と
づ
き
、
術
語
の
適
否
は
措
く
と
し
て
も
同
会
を
「
抗
争
・
葛
藤
の
舞
台
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た

こ
と
は
同
書
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
知
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
出
身
地
が
沖
縄
で
あ
る
か
他
府
県
で
あ
る
か
と
い
う
類

別
が
焦
点
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
学
歴
や
職
歴
に
つ
い
て
は
断
片
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
教
育
会
の
人
的

構
成
の
内
実
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
か
を
描
き
出
す
に
は
い
た
ら
な
い
。

　

他
方
、
後
著
は
沖
縄
県
教
育
会
に
お
け
る
人
的
構
成
に
つ
い
て
、
一
九
四
〇
年
代
前
半
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
と
は
い

え
、
地
方
部
会
長
に
い
た
る
ま
で
体
系
的
に
捕
捉
す
る
。
し
か
も
後
著
で
は
、
人
的
構
成
に
お
け
る
人
物
の
入
れ
替
わ
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り
、
そ
の
機
序
が
個
別
具
体
的
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
②
と
し
て
前
記
し
た
、
前
著
の
欠
落
を
部

分
的
と
は
い
え
、
結
果
と
し
て
補
て
ん
す
る
。
さ
ら
に
以
下
の
ふ
た
つ
は
本
稿
の
課
題
と
の
関
係
で
重
要
で
あ
る
。
ひ

と
つ
は
指
導
層
に
つ
い
て
、
知
事
な
ど
の
兼
務
体
制
を
自
明
と
す
る
こ
と
な
く
、
一
定
の
手
続
き
を
経
て
決
定
さ
れ
た

こ
と
を
事
実
経
過
に
も
と
づ
き
指
摘
し
た
点
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
実
務
層
に
か
か
わ
り
、
幹
事
・
主
事
な
ど
が
個

別
に
担
っ
た
、
機
関
誌
編
集
や
博
物
館
担
当
と
い
っ
た
所
掌
事
項
に
ま
で
視
野
を
お
よ
ぼ
し
つ
つ
、
学
歴
や
経
歴
な
ど

を
個
別
具
体
的
に
あ
き
ら
か
に
し
た）

（1
（

。
た
だ
し
、
対
象
時
期
の
限
定
に
よ
り
後
著
で
は
依
然
、
同
会
に
お
け
る
人
的

構
成
の
通
史
的
な
視
野
の
確
立
に
は
い
た
ら
な
い
。
こ
の
た
め
後
著
に
よ
り
解
明
さ
れ
た
一
九
四
〇
年
代
前
半
時
点
の

態
様
は
、
通
史
的
な
視
野
か
ら
あ
ら
た
め
て
位
置
づ
け
な
お
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
に
お
け
る
研
究
史
の
経
緯
と
到
達
点
を
ふ
ま
え
、
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
精
細
な
水
準
に
お

い
て
、
沖
縄
県
教
育
会
に
お
け
る
人
的
構
成
の
変
容
過
程
を
通
史
と
し
て
解
明
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
沖
縄
県
教
育
会
の
役
職
者
の
う
ち
、
総
裁
、
会
長
と
副
会
長
と
い
っ
た
、
主
と
し
て
同
会
に
お
い
て
会

務
の
総
理
や
議
事
、
儀
礼
を
所
掌
し
た
指
導
層
に
つ
い
て
は
、
順
に
知
事
、
学
務
部
長
、
学
務
課
長
な
ど
の
高
等
官
が
、

い
わ
ば
指
定
職
と
し
て
兼
務
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
人
物
の
出
身
地
、
学
歴
や
職
歴
な
ど
は
、
主
と
し
て
政

治
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
沖
縄
県
庁
の
組
織
機
構
や
人
的
構
成
に
か
か
わ
る
一
連
の
調
査
研
究
が
す
で
に
解
明
し
て

き
た）

（（
（

。
本
稿
が
接
続
す
る
第
二
の
研
究
領
域
は
こ
う
し
た
蓄
積
に
か
か
わ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ら
高
等
官
に

か
か
わ
る
史
料
が
比
較
的
、
多
く
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
委
細
を
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
正
確
に
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い
え
ば
指
導
層
の
兼
務
体
制
は
か
な
ら
ず
し
も
単
純
な
横
滑
り
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
従
来
の
研
究
が

あ
き
ら
か
に
し
て
こ
な
か
っ
た
、
ど
の
よ
う
な
職
位
が
同
会
の
指
導
層
と
し
て
兼
務
す
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
の
か

を
通
史
と
し
て
捉
え
る
。
こ
の
場
合
、
方
法
上
の
重
要
な
点
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
点
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
本
稿
に
お
け
る
指
導
層
に
か
か
わ
る
分
析
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
経
緯
に
か
ん
が
み
て
兼
務
体
制
の

分
析
に
ほ
ぼ
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
半
面
、
本
稿
の
方
法
と
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
務
層
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
分
析
が
断
片
的
な
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
経
緯
を
ふ
ま
え
、
出
身
地
に
く
わ
え
、
学
歴
と
職
歴
に
か
か

わ
る
、
人
的
構
成
の
内
実
を
解
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
筆
者
が
指
導
層
と
実
務
者
を
区
分
し
た
う
え
で
分
析
を
す
す
め

る
選
択
を
し
た
の
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
付
け
加
え
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
沖
縄
県
教
育
会
に
お
け
る
両
者
の
職

務
内
容
の
ち
が
い
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
図
式
的
に
い
え
ば
、
一
般
に
指
導
層
は
あ
く
ま
で
数
多
く
の
所
掌
事
項

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
主
に
儀
礼
的
に
同
会
に
か
か
わ
っ
た
。
そ
の
か
か
わ
り
は
実
務
層
と
の
対
比
に
お
い
て
間
接
的
に

と
ど
ま
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
実
務
層
は
県
視
学
な
ど
と
の
兼
務
で
あ
っ
た
場
合
を
ふ
く
め
、
同
会

に
お
け
る
日
常
の
運
営
を
通
じ
、
同
会
の
実
務
を
文
字
通
り
直
接
、
担
っ
た
。
こ
う
し
た
職
務
内
容
の
実
際
の
ち
が
い

に
照
ら
し
、
本
稿
で
は
実
務
層
に
つ
い
て
は
、
役
職
者
と
し
て
指
導
層
と
同
一
視
す
る
の
で
は
な
く
、
固
有
の
対
象
と

し
て
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た）

（1
（

。

　

以
上
、
あ
ら
た
め
て
集
約
す
れ
ば
、
本
稿
で
は
指
導
層
に
つ
い
て
は
、
そ
の
兼
務
体
制
に
焦
点
化
の
う
え
通
史
と
し

て
捉
え
直
す
。
そ
の
う
え
で
、
実
務
層
の
う
ち
幹
事
・
主
事
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
氏
名
お
よ
び
在
任
期
間
を
総
覧
し
、
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属
性
分
析
に
立
ち
入
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
、
以
下
の
三
点
を
視
点
と
し
て
設
定
す
る
。
第
一
に
出
身
地
と
し

て
沖
縄
出
身
か
他
府
県
出
身
で
あ
る
か
の
類
別
（
出
身
地
類
別
）、
第
二
に
学
歴
が
大
学
系
列
か
（
高
等
）
師
範
学
校
系

列
か
の
類
別
（
学
歴
類
別
）、
第
三
と
し
て
職
歴
が
行
政
系
列
か
教
育
系
列
か
の
類
別
（
職
歴
類
別
）
で
あ
る）

（1
（

。
副
題

に
示
し
た
よ
う
に
、
沖
縄
に
お
け
る
教
育
会
の
始
期
か
ら
史
料
的
に
捕
捉
可
能
な
沖
縄
戦
直
前
ま
で
の
時
期
を
通
史
と

し
て
捉
え
る
。

　

つ
ぎ
に
本
稿
が
依
拠
す
る
史
料
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
内
閣
印
刷
局
『
職
員
録
』、
お
よ
び
『
沖
縄

県
職
員
録
』
は
、
沖
縄
県
各
部
局
の
人
的
構
成
に
か
か
わ
る
通
史
的
な
関
係
史
料
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
職
員
録

は
高
等
官
に
く
わ
え
、
教
育
担
当
者
で
は
中
等
学
校
お
よ
び
師
範
学
校
教
員
、
ま
た
、
小
学
校
長
な
ど
の
人
的
構
成
を

み
る
う
え
で
、
も
っ
と
も
基
礎
的
な
史
料
と
な
る
。
し
か
し
、
当
該
職
員
録
で
は
い
ず
れ
も
沖
縄
県
教
育
会
に
つ
い
て
、

時
期
に
よ
り
関
係
団
体
の
ひ
と
つ
と
し
て
会
長
名
の
み
が
掲
載
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
地
方
部
会
長
名
が
各
種
委
員
と
し

て
ま
れ
に
記
載
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る

）
（1
（

。
く
わ
え
て
年
内
な
ど
短
期
的
な
人
事
異
動
は
精
細
に
反
映
さ
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
当
該
職
員
録
は
指
導
層
の
兼
務
体
制
を
確
認
す
る
た
め
の
補
助
的
な
役
割
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は

『
琉
球
教
育
』『
沖
縄
教
育
』
収
載
の
彙
報
欄
な
ど
を
中
心
と
し
て
、
総
会
な
ど
の
組
織
性
を
と
も
な
っ
た
集
会
関
係
記

事
に
着
目
し
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
役
職
者
を
悉
皆
的
に
取
り
上
げ
る
。
対
象
記
事
数
は
膨
大
に
な
る
も
の
の
、
現
行

の
史
料
環
境
に
お
い
て
、
こ
の
手
法
が
も
っ
と
も
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。
く
わ
え
て
属
性
分
析
に
か
か
わ
り
、『
官
報
』

『
沖
縄
県
学
事
関
係
職
員
録
』
な
ど
の
ほ
か
、
人
事
興
信
録
や
各
新
聞
史
料
な
ど
を
相
互
補
完
的
に
活
用
す
る

）
（1
（

。
そ
の
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う
え
で
、
さ
き
に
示
し
た
先
行
研
究
の
到
達
点
と
限
界
を
ふ
ま
え
、
本
稿
は
役
職
者
の
人
的
構
成
に
つ
い
て
、
現
時
で

可
能
な
か
ぎ
り
精
細
な
通
史
的
分
析
を
提
示
す
る
。

二　

指
導
層

（
１
）
総
裁

　

表
１
で
は
、
史
料
的
な
根
拠
に
も
と
づ
く
か
ぎ
り
、
総
裁
と
し
て
の
在
任
が
確
証
で
き
た
一
二
名
に
つ
い
て
、
そ
の

氏
名
お
よ
び
職
位
を
時
系
列
に
示
し
た
。
あ
ら
か
じ
め
確
認
す
れ
ば
、
知
事
の
在
任
期
間
を
も
っ
て
、
総
裁
の
在
任
期

間
と
し
て
推
定
可
能
な
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
史
料
の
残
存
状
況
、
お
よ
び
後
述
す
る
関
係
規
則
の
内
容
に
か
ん
が

み
て
、
史
料
的
根
拠
に
欠
け
る
場
合
、
原
則
と
し
て
同
表
で
は
空
欄
と
し
た
（
こ
の
措
置
は
以
下
の
各
職
位
の
分
析
に

お
い
て
も
お
な
じ
））

（1
（

。

表
１　

総
裁
の
兼
務
体
制

在
任
期
間
（
西
暦
）

氏
名
（
職
位
）

出
典

一
八
九
二

桧
垣
直
枝
（
書
記
官
）

三
一
号

一
八
九
三
～
一
九
〇
八

奈
良
原
繁
（
知
事
）

三
一
号

一
九
〇
九
～
一
九
一
二

日
比
重
明
（
知
事
）

三
一
号
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一
九
一
三

一
九
一
四

高
橋
琢
也
（
知
事
）

九
三
号

一
九
一
五

大
味
久
五
郎
（
知
事
）

九
八
号
・
一
〇
三
号

一
九
一
六
～
一
九
二
四

（
総
裁
職
は
設
置
さ
れ
ず
）

一
九
二
五
～
一
九
二
六

亀
井
光
政
（
知
事
）

一
四
四
号
・
一
五
〇
号

一
九
二
七

一
九
二
八

一
九
二
九

守
屋
磨
瑳
夫
（
知
事
）

一
七
八
号

一
九
三
〇

一
九
三
一

一
九
三
二

一
九
三
三
～
一
九
三
五

井
野
次
郎
（
知
事
）

一
九
八
号
・
二
二
八
号

一
九
三
六
～
一
九
三
七

蔵
重
久
（
知
事
）

二
三
三
号
・
二
四
五
号

一
九
三
八
～
一
九
四
〇

淵
上
房
太
郎
（
知
事
）

二
六
九
号
・
二
八
一
号

一
九
四
一

早
川
元
（
知
事
）

一
九
四
二

一
九
四
三

泉
守
紀
（
知
事
）

一
九
四
四

一
九
四
五

（
出
典
）『
琉
球
教
育
』、『
沖
縄
教
育
』、『
官
報
』、『
沖
縄
県
職
員
録
』、『
沖
縄
県
学
事
関
係
職
員
録
』
ほ
か
。

（
注
記
）.

原
則
と
し
て
各
年
の
お
お
む
ね
半
年
以
上
を
勤
務
し
た
場
合
、
当
該
年
に
在
任
と
し
た
。
こ
の
た
め
実
際
の
就
任
時
期
な
ど
と
精
密
に
は
合
致
せ
ず
、
不
規
則

性
が
あ
る
。
史
料
的
根
拠
が
な
い
場
合
、
い
ず
れ
も
空
欄
と
し
た
。
出
典
が
『
沖
縄
教
育
』
の
場
合
、
号
数
の
み
を
記
し
た
。
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同
表
に
み
る
よ
う
に
、
教
育
会
に
お
け
る
総
裁
の
設
置
始
期
は
、
創
立
か
ら
五
年
以
上
を
経
た
、
一
八
九
二
年
で
あ

る）
（1
（

。
こ
れ
以
後
、
設
置
の
な
い
時
期
を
は
さ
み
、
一
九
四
三
年
時
点
ま
で
は
総
裁
の
在
任
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。

初
代
総
裁
は
当
該
時
点
で
沖
縄
県
書
記
官
を
務
め
た
桧
垣
直
枝
が
在
任
し
た）

（1
（

。
そ
れ
を
例
外
と
し
て
、
他
の
一
一
名

は
い
ず
れ
も
知
事
に
よ
る
兼
務
で
あ
る
（
桧
垣
は
総
裁
と
し
て
就
任
す
る
直
前
ま
で
会
長
を
務
め
て
い
た
）。
な
お
、
こ

れ
以
後
、
知
事
と
し
て
は
じ
め
て
総
裁
に
就
い
た
奈
良
原
繁
か
ら
沖
縄
戦
ま
で
の
期
間
中
に
在
任
し
た
知
事
は
実
際
に

は
総
計
で
二
〇
名
に
な
る
。
い
ず
れ
も
他
府
県
出
身
で
あ
り
、
そ
の
属
性
は
初
期
の
有
力
藩
出
身
の
士
族
か
ら
内
務
省

系
の
地
方
官
へ
と
推
移
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

同
表
に
注
記
し
た
よ
う
に
、
掲
出
し
た
記
載
内
容
と
実
際
の
経
緯
に
は
若
干
の
技
術
的
な
非
整
合
が
あ
る
（
以
下
、
お

な
じ
）。
そ
の
前
提
の
う
え
で
関
係
規
則
に
照
ら
せ
ば
、
総
裁
の
兼
務
体
制
は
つ
ぎ
の
三
段
階
を
経
た
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
段
階
と
し
て
、
知
事
を
総
裁
と
し
て
規
定
し
た
明
確
な
根
拠
が
な
い
当
初
の
時
期
が
あ
る
。
桧
垣
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
同
時
期
に
は
知
事
が
別
途
、
在
任
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
記
官
が
総
裁
を
兼
務
し
た

場
合
が
ふ
く
ま
れ
る
（
お
お
む
ね
一
九
一
五
年
以
前
。
補
注
12
に
示
し
た
、
規
則
①
～
⑤
参
照
。
以
下
、
お
な
じ
）。
第

二
段
階
は
、
従
前
の
社
団
法
人
沖
縄
教
育
会
が
解
散
し
、
沖
縄
県
教
育
会
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
あ
わ
せ
、
総
裁
が
設

置
さ
れ
ず
知
事
が
同
会
の
会
長
と
し
て
兼
務
し
た
時
期
（
お
な
じ
く
一
九
一
六
年
以
後
。
規
則
⑥
）、
第
三
段
階
に
は
、

知
事
に
よ
る
総
裁
の
兼
務
体
制
が
規
則
と
し
て
確
立
し
た
時
期
が
あ
る
（
お
な
じ
く
一
九
二
五
年
以
後
。
以
上
、
規
則

⑦
）。
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知
ら
れ
る
よ
う
に
、
沖
縄
戦
以
前
に
在
任
し
た
沖
縄
県
知
事
の
在
任
期
間
は
数
日
間
か
ら
一
五
年
以
上
ま
で
と
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
該
二
〇
名
の
知
事
す
べ
て
が
総
裁
に
就
任
し
た
と
は
に
わ
か
に
は
考
え
に
く
い
。
関
係

規
則
が
示
す
よ
う
に
、「
学
識
名
望
」
を
そ
な
え
た
、
名
誉
会
員
で
あ
る
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
、
す
く
な
く
と
も

一
九
一
五
年
以
前
は
評
議
員
会
、
の
ち
に
代
議
員
会
に
よ
る
推
薦
の
手
続
き
を
経
て
総
裁
が
決
定
し
て
い
た
た
め
で
あ

る
。
さ
き
に
単
純
な
横
滑
り
で
は
な
い
と
筆
者
が
指
摘
し
た
根
拠
は
こ
の
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
事
は
総
裁
に

就
任
し
た
と
す
る
、
ひ
ろ
く
一
般
に
知
ら
れ
る
認
識
は
、
総
裁
に
知
事
を
「
推
戴
」
す
る
こ
と
が
規
則
と
し
て
明
記
さ

れ
た
、
一
九
二
五
年
以
後
に
限
定
す
れ
ば
か
な
ら
ず
し
も
あ
や
ま
り
で
は
な
い
が
、
以
上
の
事
実
経
過
を
正
確
に
は
反

映
し
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
当
初
か
ら
知
事
が
自
動
的
に
総
裁
を
兼
務
し
た
と
す
る
の
は
正
確
さ
を
欠
い
て
い
る
。

通
史
的
に
み
た
場
合
、
総
裁
に
か
か
わ
る
知
事
の
兼
務
体
制
は
、
以
上
の
よ
う
に
段
階
的
に
変
容
し
て
い
た
。

（
2
）
会
長
・
副
会
長

　

つ
ぎ
の
表
2
で
は
、
史
料
的
に
捕
捉
で
き
る
か
ぎ
り
、
会
長
・
副
会
長
と
し
て
の
在
任
が
確
認
で
き
た
六
四
名
を
総

覧
し
た
。
内
訳
は
会
長
三
〇
名
、
副
会
長
三
四
名
で
あ
る
（
こ
の
う
ち
六
名
は
会
長
と
副
会
長
の
両
職
位
を
歴
任
））

（1
（

。

同
表
に
示
さ
れ
た
事
実
関
係
、
お
よ
び
関
係
規
則
に
も
と
づ
き
、
会
長
・
副
会
長
の
兼
務
体
制
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
以
下
の
段
階
を
経
て
変
容
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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表
2　

会
長
お
よ
び
副
会
長
の
兼
務
体
制

在
任
期
間
（
西
暦
）

会
長
氏
名
（
職
位
）

出
典

副
会
長
氏
名
（
職
位
）

出
典

一
八
八
七

長
谷
川
毅
之
助
（
沖
縄
師
範
学
校
教
諭
）

三
一
号

中
島
誠
秀
（
首
里
中
学
校
教
諭
）

三
一
号

一
八
八
八

小
泉
又
一
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

三
一
号

小
林
義
忠
（
沖
縄
師
範
学
校
教
諭
）

三
一
号

一
八
八
九

奥
川
恭
安
（
中
頭
郡
役
所
長
・
副
典
獄
）
三
一
号

一
八
九
〇

西
郷
喜
八
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

三
一
号

一
八
九
一

桧
垣
直
枝
（
書
記
官
）

三
一
号

児
玉
喜
八
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

三
一
号

一
八
九
二

一
八
九
三
～
一
八
九
五

児
玉
喜
八
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

三
一
号

下
国
良
之
助.（
沖
縄
県
尋
常
中
学
校
教
諭
）
三
一
号

一
八
九
六

三
木
原
廣
助
（
沖
縄
師
範
学
校
教
諭
）

三
一
号

三
木
原
廣
助
（
沖
縄
師
範
学
校
教
諭
）

杉
山
外
世
四
郎
（
沖
縄
師
範
学
校
教
諭
）

白
岩
金
次
郎.（
沖
縄
県
尋
常
中
学
校
教
諭
）

琉
球
三
号
・
六
号

二
四
八
号

一
八
九
七
～
一
八
九
九

小
川
鋠
太
郎
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

琉
球
四
五
号
・
八
一
号

三
一
号

和
田
規
矩
夫
（
沖
縄
県
尋
常
中
学
校
長
）
三
一
号
・
二
四
八
号

一
九
〇
〇

小
川
鋠
太
郎
（
視
学
官
・
第
三
課
長
）

安
藤
喜
一
郎
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

琉
球
八
一
号

三
一
号

一
九
〇
一

一
九
〇
二

大
久
保
周
八
（
沖
縄
県
立
中
学
校
長
）

琉
球
八
一
号

一
九
〇
三

日
比
重
明
（
内
務
部
長
）

琉
球
八
一
号

三
一
号

西
村
光
彌
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

生
駒
恭
人
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

琉
球
八
一
号
・
八
六
号

三
一
号

一
九
〇
四

西
村
光
彌
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

三
一
号
・
二
四
八
号

一
九
〇
五

児
玉
喜
八
（
視
学
官
・
第
二
部
長
）

三
一
号

一
九
〇
六

小
林
歌
吉
（
第
二
部
長
）

岸
本
賀
昌
（
第
二
部
長
）

六
号
・
三
一
号

一
九
〇
七

岸
本
賀
昌
（
学
務
課
長
兼
兵
事
課
長
事
務
官
）
七
号

西
村
光
彌
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

六
号
・
三
一
号

一
九
〇
八

一
九
〇
九

一
九
一
〇

森
山
辰
之
助
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

八
〇
号

一
九
一
一

一
九
一
二

一
九
一
三

島
内
三
郎
（
学
務
課
長
兼
兵
事
課
長
事
務
官
）
八
〇
号

古
市
利
三
郎
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

九
三
号
・
九
八
号

一
九
一
四

高
橋
守
雄
（
視
学
官
・
学
務
課
長
）

九
八
号
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一
九
一
五

永
田
亀
作
（
内
務
部
長
）

九
八
号
・
一
〇
三
号

保
田
詮
次
郎
（
沖
縄
師
範
学
校
長
）

一
〇
三
号

一
九
一
六

大
味
久
五
郎
（
知
事
）

一
〇
四
号

島
内
三
郎
（
内
務
部
長
）

一
〇
四
号

一
九
一
七

鈴
木
邦
義
（
知
事
）

一
一
一
号

川
部
佑
吉
（
視
学
官
・
学
務
課
長
）

横
井
二
郎
（
視
学
官
・
学
務
課
長
）

二
四
八
号

一
九
一
八

一
九
一
九

川
越
壮
介
（
知
事
）

二
四
八
号

一
九
二
〇

一
九
二
一

一
九
二
二

一
九
二
三

和
田
潤
（
知
事
）

一
三
一
号

小
林
一
男
（
内
務
部
長
）

一
三
一
号

一
九
二
四

岩
元
禧
（
知
事
）

一
三
六
号

安
達
将
総
（
内
務
部
長
）

羽
田
格
三
郎
（
内
務
部
長
）

一
三
六
号
・
一
四
二
号

一
九
二
五

羽
田
格
三
郎
（
内
務
部
長
）

一
四
二
号

末
原
貫
一
郎
（
視
学
官
・
学
務
課
長
）

乾
利
一
（
視
学
官
・
学
務
課
長
）

一
四
六
号
・
一
四
七
号

一
九
二
六

（
欠
員
）

一
六
一
号

里
見
哲
太
郎
（
学
務
部
長
）

一
五
二
号

一
九
二
七

里
見
哲
太
郎
（
学
務
部
長
）

一
六
一
号

一
九
二
八

福
井
茂
一
（
学
務
部
長
）

一
六
九
号

一
九
二
九

堀
口
功
（
学
務
部
長
）

一
七
八
号

佐
久
田
昌
教
（
地
方
視
学
官
）

一
七
八
号

一
九
三
〇

吉
田
賢
男
（
学
務
部
長
）

一
八
二
号

石
堂
民
二
郎
（
地
方
視
学
官
）

一
九
五
号

一
九
三
一

上
村
靖
（
学
務
部
長
）

一
八
八
号
・
一
九
六
号

一
九
三
二

浅
野
成
俊
（
地
方
視
学
官
）

一
九
九
号

一
九
三
三

栗
村
虎
雄
（
地
方
視
学
官
・
学
務
課
長
）
一
九
八
号

一
九
三
四

堀
池
英
一
（
学
務
部
長
）

二
四
八
号

一
九
三
五

福
光
正
義
（
学
務
部
長
）

二
三
三
号

平
野
薫
（
地
方
視
学
官
・
学
務
課
長
）

二
三
三
号
・
二
八
一
号

一
九
三
六

一
九
三
七

佐
藤
幸
一
（
学
務
部
長
）

二
四
八
号

一
九
三
八

（
総
裁
と
兼
任
）
淵
上
房
太
郎
（
知
事
）

一
九
三
九

山
口
泉
（
学
務
部
長
）

二
七
五
号
・
二
八
八
号

一
九
四
〇

渡
邊
瑞
美
（
学
務
部
長
）

二
八
八
号

小
谷
巨
三
郎
（
地
方
視
学
官
・
学
務
課
長
）

一
九
四
一

山
本
暲
（
学
務
部
長
）

三
〇
九
号

一
九
四
二

一
九
四
三

伊
場
信
一
（
内
政
部
長
）

佐
々
木
愿
三
（
地
方
視
学
官
・
教
学
課
長
）
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一
九
四
四

一
九
四
五

（
出
典
）
表
１
に
お
な
じ
。

（
注
記
）
表
１
に
お
な
じ
。
機
関
名
は
簡
略
化
し
た
。
出
典
が
『
琉
球
教
育
』
の
場
合
、「
琉
球
」
と
略
し
、
号
数
と
併
記
し
た
。

　

会
長
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
四
段
階
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
段
階
は
、
一
部
の
例
外
（
前
出
の
桧
垣
直

枝
）.

を
の
ぞ
き
、
沖
縄
師
範
学
校
長
を
は
じ
め
、.

同
校
関
係
者
が
兼
務
し
た
時
期
で
あ
る.（
一
八
八
七
年
か
ら
一
八
九
九

年
）。
第
二
段
階
は
内
務
部
長
、.

学
務
課
長
な
ど
が
兼
務
し
た
時
期.

（
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
一
五
年
）、
第
三
段
階
は

知
事
が
兼
務
し
た
時
期.（
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
二
四
年
）、
第
四
段
階
と
し
て
、
ふ
た
た
び
内
務
部
長.（
の
ち
に
学
務

部
長
・
内
政
部
長
。
以
下
、
省
略
す
る
場
合
が
あ
る
）
が
兼
務
し
た
時
期
で
あ
る.（
一
九
二
五
年
以
後
）。
つ
ぎ
に
副
会

長
は
、.

一
部
の
例
外.

（
奥
川
恭
安）

11
（

）.
を
の
ぞ
き
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
沖
縄
師
範
学
校
長
・
教
諭
な
ど
が
兼
務
し
た

第
一
段
階
（
一
八
八
七
年
か
ら
一
九
一
五
年
）、.

内
務
部
長
、
学
務
課
長
な
ど
が
兼
務
し
た
第
二
段
階.（
一
九
一
六
年
以

後
）.

と
し
て
変
容
し
た
。
こ
の
よ
う
に
会
長
・
副
会
長
の
兼
務
体
制
は
、.

職
歴
類
別
に
着
目
す
れ
ば
、.

教
育
系
列
と
行
政

系
列
と
い
う
ふ
た
つ
の
系
列
に
よ
る
複
合
的
な
組
み
合
わ
せ
と
し
て
変
容
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
を
大
別
す
れ

ば
、
沖
縄
師
範
学
校
長
な
ど
の
教
育
系
列
を
主
要
な
構
成
員
と
し
て
い
た
当
初
の
兼
務
体
制
か
ら
、
知
事
が
会
長
を
兼

務
し
た
移
行
期.（
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
二
四
年
）.

を
は
さ
み
、
行
政
系
列
に
よ
る
専
有
化
に
も
と
づ
く
兼
務
体
制
へ
と

変
容
し
た
。
他
方
、
さ
き
に
表
1
に
み
た
、
知
事
に
よ
る
総
裁
の
兼
務
体
制
が
規
則
と
し
て
確
立
し
た
、.

一
九
二
五
年

以
後
に
限
定
す
れ
ば
、.

兼
務
体
制
は
単
一
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
時
期
以
後
、.

知
事
が
総
裁
を
兼
務
し
た
う
え
で
、
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会
長
を
内
務
部
長
・
学
務
部
長
が
、
副
会
長
を
学
務
課
長
が
ほ
ぼ
一
貫
し
て
兼
務
す
る
体
制
が
確
立
し
継
続
し
た
。

　

こ
う
し
た
兼
務
体
制
の
変
容
は
当
然
、
関
係
規
則
に
も
と
づ
く
運
用
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
想
定
で
き
る
。

こ
こ
で
確
認
す
れ
ば
、
会
長
・
副
会
長
の
選
出
に
か
か
わ
る
関
係
規
則
は
つ
ぎ
の
四
段
階
を
経
て
変
容
し
た
。
第
一
段

階
は
総
会
な
ど
に
お
い
て
会
員
に
よ
り
互
選
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
（
お
お
む
ね
一
九
一
三
年
以
前
。
規
則
①
～
④
）。
た

だ
し
、
と
り
急
ぎ
注
記
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
段
階
に
お
い
て
「
会
員
各
自
投
票
を
為
せ
り
」
と
明
記
さ
れ
、

あ
る
い
は
得
票
数
を
ふ
く
め
た
選
挙
結
果
が
史
料
と
し
て
確
認
で
き
る
場
合
が
あ
る
一
方
、
評
議
員
か
ら
の
「
動
議
」
に

よ
り
、
投
票
を
欠
い
た
ま
ま
選
出
さ
れ
た
場
合
が
あ
る）

1（
（

。
つ
ま
り
、
当
該
段
階
に
お
け
る
「
互
選
」
は
か
な
ら
ず
し

も
実
際
の
投
票
を
と
も
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
段
階
は
代
議
員
制
の
採
用
の
の
ち
、
代
議
員
会
に
お
け
る

選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
時
期
（
お
な
じ
く
一
九
一
四
年
以
後
）
で
あ
る
（
規
則
⑤
））

11
（

。
つ
づ
く
第
三
段
階
は
会
長
に

知
事
が
、
副
会
長
に
内
務
部
長
が
「
推
戴
」
さ
れ
た
時
期
（
お
な
じ
く
一
九
一
六
年
以
後
）
で
あ
る
（
規
則
⑥
）。
第
四

段
階
は
参
事
員
会
に
お
け
る
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
時
期
（
お
な
じ
く
一
九
二
五
年
以
後
）
で
あ
る
（
規
則
⑦
））

11
（

。

　

そ
の
う
え
で
、
従
前
の
知
見
と
の
接
合
点
を
こ
こ
で
確
認
す
れ
ば
、
沖
縄
師
範
学
校
長
は
そ
の
す
べ
て
が
他
府
県
出

身
者
で
あ
り
、
内
務
部
長
、
お
よ
び
学
務
課
長
は
、
一
部
の
例
外
を
の
ぞ
き
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
他
府
県
出
身
者
で

あ
っ
た
。
こ
の
場
合
の
例
外
と
は
、
就
任
順
に
、
い
ず
れ
も
副
会
長
を
務
め
た
、
岸
本
賀
昌
（
第
二
部
長
）、
佐
久
田
昌

教
（
地
方
視
学
官
）
の
二
名
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
沖
縄
県
教
育
会
の
指
導
層
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が

他
府
県
出
身
者
に
よ
り
占
め
ら
れ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
、
職
歴
類
別
で
は
教
育
系
列
と
行
政
系
列
と
い
う
系
列
間
の
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組
み
合
わ
せ
を
と
も
な
い
つ
つ
変
容
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

三　

実
務
層

　

こ
こ
で
実
務
層
に
視
点
を
転
じ
る
。
あ
ら
た
め
て
確
認
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
幹
事
と
主
事
に
限
定
の
う
え
、
本
稿
の
方

法
と
し
て
す
で
に
提
示
し
た
、
出
身
地
と
学
歴
、
お
よ
び
職
歴
の
三
つ
の
類
別
を
適
用
す
る
こ
と
で
属
性
分
析
を
す
す

め
る
。
こ
れ
ま
で
に
み
た
総
裁
、
会
長
・
副
会
長
と
は
異
な
り
、
幹
事
・
主
事
は
相
対
的
に
多
人
数
に
お
よ
ぶ
。
従
前

の
研
究
で
は
、
総
計
で
四
六
名
の
氏
名
が
捕
捉
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る）

11
（

。
こ
れ
に
対
し
、
つ
ぎ
の
表
3
で
は
総
計

で
六
七
名
の
幹
事
・
主
事
を
総
覧
し
た
。
こ
の
う
ち
二
名
は
い
ず
れ
も
幹
事
歴
任
の
の
ち
に
主
事
を
あ
ら
た
め
て
担
っ

た
た
め
、
表
中
に
「（
再
掲
）」
と
し
て
区
別
し
て
い
る
（
武
富
良
達
、
島
袋
源
一
郎
）。
し
た
が
っ
て
、
同
表
に
は
の
べ

六
九
名
分
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
み
る
所
掌
内
容
の
同
一
性
に
照
ら
し
、
当
初
、
設
置
さ
れ
た
庶
務
理
事
、
収

入
理
事
、
支
出
理
事
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
幹
事
と
み
な
し
た）

11
（

。

　

な
お
、
沖
縄
県
教
育
会
の
実
務
層
に
は
、
先
述
の
評
議
員
、
代
議
員
に
く
わ
え
、
編
輯
委
員
、
お
よ
び
地
方
委
員
、

書
記
、
助
手
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
評
議
員
な
ど
と
の
役
職
上
の
重
複
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
と

く
に
編
輯
委
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
入
れ
替
わ
り
が
頻
繁
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み
て
対
象
か
ら
あ
ら
か
じ
め
除

外
し
た
。
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表
3　

幹
事
・
主
事
の
人
的
構
成

役
職
名

在
任
期
間

（
西
暦
）

氏
名
（
職
位
）

出
身
地

学
歴

職
歴

出
典

幹
事

一
八
八
六

中
島
誠
秀
（
首
里
中
学
校
教
諭
）

京
都

三
一
号

幹
事

一
八
八
六

小
林
忠
義
（
沖
縄
師
範
学
校
教
諭
）

新
潟

三
一
号

幹
事

一
八
八
六

田
崎
正
太
郎
（
県
属
）

鹿
児
島

三
一
号

幹
事

一
八
八
六

板
垣
徳
純
（
県
属
）

三
一
号

収
入
理
事

一
八
九
五

伊
藤
熙
（
沖
縄
県
立
中
学
校
教
諭
）

千
葉

台
湾
総
督
府
台
北
県
知
事
官
房
属

琉
球
一
号
・
二
号　

①

支
出
理
事

一
八
九
五
～

一
八
九
七

新
納
時
哉
（
沖
縄
師
範
学
校
訓
導
兼
助
教
諭
）
鹿
児
島

少
年
保
護
司
事
務
嘱
託

琉
球
二
号
・
二
一
号　

②

庶
務
理
事

一
八
九
六

梶
浦
済
（
首
里
高
等
小
学
校
長
）

兵
庫

愛
知
県
三
河
国
宝
飯
郡
視
学

琉
球
三
号
・
六
号

庶
務
理
事

一
八
九
六

杉
山
外
世
四
郎（
沖
縄
師
範
学
校
教
諭
兼
主
事
）

石
川

東
京
高
等
師
範
学
校

福
岡
県
師
範
学
校
教
諭

琉
球
六
号
・
九
号　

③

収
入
理
事

一
八
九
六
～

一
八
九
七

丸
山
軒
義
（
沖
縄
師
範
学
校
教
諭
）

栃
木
・
広
島

高
松
中
学
校
教
諭

琉
球
二
一
号

庶
務
理
事　

一
八
九
六

児
玉
辰
二
（
沖
縄
師
範
学
校
書
記
）

鹿
児
島

琉
球
九
号

庶
務
理
事　

一
八
九
七

島
岡
亮
太
郎
（
沖
縄
師
範
学
校
教
諭
）

長
野

琉
球
四
号
・
六
六
号

収
入
理
事
・

幹
事

一
八
九
七
～

一
九
〇
三

溝
口
重
亮
（
県
属
）

長
崎

長
崎
県
養
成
所

長
崎
県
訓
導
、
宮
古
島
庁
視
学

琉
球
四
四
号
・
七
八
号　

④

支
出
理
事

一
八
九
七
～

一
八
九
九

森
田
正
安
（
首
里
小
学
校
長
）

琉
球
四
四
号
・
六
六
号　

⑤

庶
務
理
事

一
八
九
八
～

一
九
〇
一

山
岸
進
（
沖
縄
師
範
学
校
教
諭
心
得
）

福
井

静
岡
県
第
二
中
学
校

琉
球
三
〇
号
・
六
三
号　

⑥

幹
事

一
九
〇
一
～

一
九
〇
二

根
路
銘
恵
孝
（
県
属
）

沖
縄

琉
球
六
六
号
・
七
八
号　

⑥

幹
事

一
九
〇
一
～

一
九
〇
三

鄰
谷
義
一
（
那
覇
尋
常
高
等
小
学
校
長
）

三
重

甲
辰
尋
常
小
学
校
長

琉
球
六
六
号
・
七
八
号　

⑦

幹
事

一
九
〇
三
～

一
九
〇
五

仲
本
政
世
（
県
属
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

那
覇
高
等
小
学
校
訓
導

琉
球
一
一
二
号

一
号　

⑧

幹
事

一
九
〇
三
～

一
九
一
一

山
口
源
七
（
県
属
）

鹿
児
島

沖
縄
県
宮
古
島
司

琉
球
一
〇
三
号

六
九
号
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幹
事

一
九
〇
三
～

一
九
一
四

大
山
武
輔
（
県
属
）

鹿
児
島

国
頭
郡
長
、
大
日
本
講
談
社
調
査
部

琉
球
一
一
二
号

六
九
号　

⑨

幹
事

一
九
〇
八

瀧
口
文
夫

（
前
任
地
は
山
梨
県
）

一
九
号
・
三
一
号

幹
事

一
九
〇
八
～

一
九
一
四

切
通
唐
代
彦
（
県
視
学
）

鹿
児
島

沖
縄
師
範
学
校

沖
縄
師
範
学
校
訓
導
、
台
南
製
糖

五
七
号
・
六
九
号　

⑨

幹
事

一
九
一
〇

秦
蔵
吉
（
県
視
学
）

福
岡

福
岡
師
範
学
校

中
頭
郡
視
学
、
沖
縄
県
立
高
等
女
学
校
長

五
三
号　

⑨

幹
事

一
九
一
二
～

一
九
一
四

親
泊
朝
擢
（
沖
縄
師
範
学
校
訓
導
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

北
谷
尋
常
高
等
小
学
校
長

八
〇
号　

⑩

幹
事
長

一
九
一
六
～

一
九
一
七

川
部
佑
吉
（
視
学
官
・
学
務
課
長
）

東
京

東
京
帝
国
大
学

神
奈
川
県
属
、
佐
賀
県
理
事
官

一
〇
五
号　

⑪

幹
事

一
九
一
六
～

一
九
一
七

渡
邊
信
治
（
県
視
学
）

山
梨

東
京
高
等
師
範
学
校

愛
媛
県
視
学

一
〇
五
号　

⑫

幹
事

一
九
一
六
～

一
九
一
七

渡
嘉
敷
唯
功
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

沖
縄
県
立
水
産
学
校
長

琉
球
二
一
号

一
〇
五
号　

⑨

幹
事

一
九
一
六
～

一
九
一
七

佐
藤
栄
四
郎
（
県
属
）

沖
縄
県
視
学

一
〇
五
号　

⑬

幹
事

一
九
一
六
～

一
九
一
七

外
間
完
用
（
県
属
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

一
〇
五
号　

⑭

編
集
幹
事

一
九
二
三
～

一
九
二
五

又
吉
康
和

沖
縄

早
稲
田
大
学
中
退

琉
球
新
報
社
、
那
覇
市
長

一
三
〇
号
・
二
四
八
号　

⑮

幹
事

一
九
二
三

当
山
正
堅
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

宮
古
郡
視
学
、東
風
平
尋
常
高
等
小
学
校
長

一
三
七
号　

⑯

幹
事
長

一
九
二
四

末
原
貫
一
郎
（
視
学
官
・
学
務
課
長
）

福
岡

東
北
帝
国
大
学

高
知
県
学
務
部
長
、
敦
賀
市
長

一
四
二
号　

⑰

幹
事

一
九
二
四

有
馬
義
一
（
県
視
学
）

福
岡

広
島
高
等
師
範
学
校

山
口
県
立
下
関
高
等
女
学
校
長

⑱

幹
事

一
九
二
四
～

一
九
二
七

島
袋
源
一
郎
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

安
和
尋
常
小
学
校
長

一
三
七
号
・
三
〇
九
号

幹
事

一
九
二
四
～

一
九
二
七

与
儀
喜
明
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

那
覇
尋
常
高
等
小
学
校
長

一
五
六
号　

⑲

幹
事

一
九
二
四
～

一
九
三
一

比
嘉
賀
新
（
県
属
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

泊
尋
常
小
学
校
訓
導
、八
重
山
支
庁
属

兼
視
学

一
〇
九
号　

⑳

幹
事

一
九
二
五

徳
元
八
一
（
社
会
教
育
主
事
）

沖
縄

早
稲
田
大
学

小
禄
尋
常
高
等
小
学
校
訓
導

一
四
〇
号
・
一
四
四
号　

⑨
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幹
事

一
九
二
五
～

一
九
二
六

今
帰
仁
朝
興
（
県
属
）

幹
事

一
九
二
六

喜
納
政
常
（
沖
縄
女
子
師
範
学
校
書
記
）

編
集
幹
事

一
九
二
六
～

一
九
二
七

国
吉
真
哲

沖
縄

沖
縄
県
立
第
一
中
学
校

中
退

代
用
教
員

二
四
八
号

幹
事

一
九
二
六
～

一
九
四
〇

諸
見
里
朝
清
（
社
会
教
育
主
事
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

中
頭
郡
視
学
、沖
縄
県
立
沖
縄
図
書
館

長

一
五
〇
号
・
二
八
一
号　

㉑

幹
事

一
九
二
七

宮
城
久
栄
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

真
和
志
国
民
学
校
長
、.

知
念
村
長

一
六
五
号　

㉒

幹
事

一
九
二
七
～

一
九
二
九

武
富
良
達
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

首
里
第
一
尋
常
高
等
小
学
校
長

一
六
五
号　

⑳

幹
事

一
九
二
七
～

一
九
三
三

上
里
堅
蒲
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

那
覇
尋
常
高
等
小
学
校
長

一
六
五
号
・
一
九
八
号　

㉓

編
集
幹
事

一
九
二
八
～

一
九
三
二

比
嘉
重
徳

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

浦
添
尋
常
高
等
小
学
校
長

二
四
八
号　

㉔

幹
事

一
九
二
九

湖
城
恵
賢
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

久
茂
地
尋
常
小
学
校
長

二
四
八
号　

⑳

幹
事

一
九
二
九

島
袋
清
恒
（
県
属
）

八
重
山
支
庁
属
兼
視
学

㉕

幹
事

一
九
三
二

呉
泉
（
学
校
衛
生
技
師
）

台
湾

岡
山
医
学
専
門
学
校

熊
本
県
衛
生
技
師

一
九
八
号　

㉖

幹
事

一
九
三
二

神
谷
常
助
（
県
属
）

一
九
八
号

幹
事

一
九
三
二
～

一
九
三
三

平
良
孝
栄
（
県
属
）

一
九
六
号
・
一
九
八
号

幹
事

一
九
三
二
～

一
九
三
六

石
川
浩
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

具
志
川
尋
常
高
等
小
学
校
長

一
九
八
号
・
二
三
三
号　

⑳

幹
事

一
九
三
三

遠
藤
金
寿（
沖
縄
県
立
第
二
中
学
校
教
諭
）
福
島

東
京
高
等
師
範
学
校

第
五
高
等
学
校
助
教
授

一
九
八
号　

㉗

幹
事

一
九
三
三

幸
地
新
蔵
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

羽
地
尋
常
高
等
小
学
校
長

一
九
八
号　

㉘

主
事

一
九
三
三
～

一
九
四
一

（
再
掲
）
島
袋
源
一
郎

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

島
尻
郡
視
学
、
沖
縄
県
視
学

二
八
一
号　

⑳

幹
事

一
九
三
五
～

一
九
三
七

島
元
清
秀
（
県
視
学
）

沖
縄

中
央
大
学
専
門
部

小
禄
尋
常
小
学
校
長

二
三
三
号　

⑳

幹
事

一
九
三
五
～

一
九
三
七

渡
嘉
敷
緩
長
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

垣
花
尋
常
小
学
校
長

二
三
三
号　

⑨
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専
任
幹
事

一
九
三
五
～

一
九
四
一

外
間
政
暉

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

島
尻
郡
視
学
、東
風
平
尋
常
高
等
小
学

校
長

二
三
三
号
・
二
八
一
号　

㉙

編
集
幹
事

一
九
三
五
～

一
九
四
一

有
銘
興
昭

沖
縄

青
山
学
院

八
重
山
中
学
校
教
諭
心
得

二
〇
一
号
・
三
〇
八
号　

㉚

幹
事

一
九
三
七

仲
里
松
吉
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

謝
花
尋
常
高
等
小
学
校
長
、久
志
市
長

二
四
八
号　

㉛

博
物
館
幹

事

一
九
三
七
～

一
九
四
三

仲
吉
朝
宏

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

西
原
尋
常
高
等
小
学
校
長

二
六
九
号
・
二
八
一
号　

⑨

幹
事

一
九
三
八
～

一
九
四
〇

比
嘉
博
（
県
視
学
）

沖
縄

日
本
大
学
高
等
師
範
部

糸
満
町
国
民
学
校
長

二
四
八
号
・
二
八
一
号

幹
事

一
九
三
八
～

一
九
四
一

新
崎
寛
直
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

沖
縄
女
子
師
範
学
校
教
諭

二
四
八
号
・
二
八
一
号　

㉜

幹
事

一
九
三
八
～

一
九
四
〇

富
川
盛
正
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

沖
縄
師
範
学
校
訓
導

二
四
八
号
・
二
八
一
号　

㉝

幹
事

一
九
四
一

徳
田
安
信
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

高
嶺
尋
常
高
等
小
学
校
訓
導

⑭

幹
事

一
九
四
一
～

一
九
四
三

永
山
寛
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

安
冨
祖
尋
常
高
等
小
学
校
長

⑳

専
任
幹
事

一
九
四
一
～

一
九
四
三

安
富
祖
忠
亮

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

東
風
平
尋
常
高
等
小
学
校
長

二
八
八
号　

⑳

幹
事

一
九
四
三

仲
松
庸
祐
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

首
里
第
一
尋
常
高
等
小
学
校
訓
導

㉞

幹
事

一
九
四
三

仲
尾
次
嗣
善
（
県
視
学
）

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

第
一
大
里
尋
常
高
等
小
学
校
長

⑭

編
集
幹
事

一
九
四
三

新
垣
庸
一

沖
縄

沖
縄
県
立
第
一
中
学
校

与
那
原
中
学
校
長

㉟

主
事

一
九
四
三
～

一
九
四
四

（
再
掲
）
武
富
良
達

沖
縄

沖
縄
師
範
学
校

沖
縄
県
視
学

三
二
八
号　

㊱

（
出
典
）.

表
１
に
お
な
じ
。
①
『
台
湾
総
督
府
職
員
録
』
一
八
九
七
年
、『
任
免
裁
可
書
・
明
治
三
十
六
年
・
任
免
』
巻
一
九
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、
②
『
任
免
裁
可

書
・
昭
和
三
年
・
任
免
』
巻
一
二
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、
③
『
茗
渓
会
客
員
会
員
名
簿
』
一
九
三
九
年
、『
任
免
裁
可
書
・
明
治
三
十
二
年
・
任
免
』
巻
七

（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、
④
『
叙
位
裁
可
書　

明
治
三
六
年
・
叙
位
』
巻
五
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、
⑤
『
琉
球
新
報
』
一
八
九
八
年
九
月
九
日
、
⑥
『
庁
府

県
学
事
職
員
録
』
一
九
〇
一
年
、
⑦
『
明
治
期
沖
縄
県
関
係
辞
令
書
他
』（
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）、「
沖
縄
県
の
小
学
校
及
小
学
教
員
」『
日
本
之
小
学

教
師
』
三
巻
三
六
号
、
一
九
〇
一
年
一
二
月
、
⑧
東
恩
納
寛
惇
「
故
仲
本
政
世
君
」『
沖
縄
青
年
』
七
号
、
一
九
〇
九
年
一
一
月
、
⑨
『
大
典
記
念
沖
縄
県
人
事

興
信
録
』
一
九
二
九
年
、
⑩
『
沖
縄
県
人
事
録
』
一
九
一
六
年
、
⑪
『
帝
国
大
学
出
身
名
鑑
』
一
九
三
四
年
、
⑫
『
大
正
七
年　

公
文
雑
纂　

内
務
省
・
大
蔵

省
・
陸
軍
省
』
巻
一
二
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、
⑬
「
職
員
俸
給
一
覧
表
」（
一
九
一
三
年
五
月
一
五
日
）『
横
内
家
文
書　

県
政
関
係
資
料
③
人
事
』（
那
覇
市
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歴
史
博
物
館
所
蔵
）、
⑭
沖
縄
県
師
範
学
校
龍
潭
同
窓
会
『
会
報
』
一
九
三
三
年
、
⑮
「
又
吉
那
覇
市
長
逝
去
」『
琉
球
新
報
』
一
九
五
三
年
九
月
二
三
日
、
⑯

『
当
山
正
堅
伝
』
一
九
五
九
年
、
⑰
『
日
本
官
界
名
鑑
』
一
九
四
二
年
、
⑱
『
日
本
官
界
名
鑑
』
一
九
三
七
年
、
⑲
『
与
儀
喜
明
・
喜
久
夫
妻
辞
令
集
』（
沖
縄

県
立
図
書
館
所
蔵
）、
⑳
『
沖
縄
県
人
事
録
』
一
九
三
七
年
、
㉑
『
奏
任
官
待
遇
職
員
進
退　

沖
縄
県
』
第
一
冊
、
㉒
『
琉
球
人
事
興
信
録
』
一
九
五
〇
年
、
㉓

上
里
堅
蒲
『
歌
集　

春
の
衣
』
私
家
版
、
一
九
六
九
年
、
㉔
『
任
免
裁
可
書
・
大
正
十
五
年
・
任
免
』
巻
二
五
、
㉕
八
重
山
支
庁
『
昭
和
四
年　

出
勤
簿
』（
沖

縄
県
公
文
書
館
所
蔵
）、
㉖
『
任
免
裁
可
書
・
昭
和
八
年
・
任
免
』
巻
三
五
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、
㉗
『
公
文
雑
纂
・
昭
和
三
年
・
初
任
判
任
官
俸
給
制
限

外
支
給
一
』
第
三
七
巻
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、
㉘
『
幸
地
新
蔵
先
生
の
思
い
出
』
一
九
七
九
年
、
㉙
『
昭
和
六
年
叙
位
』
巻
三
〇
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、

㉚
『
現
代
沖
縄
人
物
三
千
人
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
六
六
年
、『
中
等
教
育
諸
学
校
職
員
録
』
一
九
三
一
年
、
㉛
仲
里
松
吉
『
仲
里
門
中
系
譜
』
一
九
七
一

年
、
㉜
『
高
等
官
進
退
（
直
轄
諸
学
校
）』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、『
新
崎
寛
直
を
語
る
』
一
九
七
四
年
、
㉝
「
県
視
学
に
男
師
訓
導　

富
川
氏
を
抜
擢
」『
沖

縄
日
報
』
一
九
三
八
年
四
月
一
日
、「
富
川
盛
正
氏　

県
視
学
に
起
用
」『
琉
球
新
報
』
同
前
、
㉞
『
任
免
裁
可
書
・
昭
和
十
八
年
・
任
免
』
巻
一
一
六
、『
沖
縄

県
史
料
』
近
代
三
（
尾
崎
三
良
・
岩
村
通
俊
沖
縄
関
係
資
料
）
一
九
八
〇
年
、
㉟
沖
縄
県
立
第
一
中
学
校
同
窓
会
『
同
窓
会
員
名
簿
』
一
九
三
六
年
、
与
那
原

中
学
校
『
三
〇
周
年
記
念
誌
』
一
九
七
七
年
、
㊱
『
武
富
良
達
先
生
を
偲
ぶ　

御
逝
去
三
三
年
忌
を
迎
え
て
他
』（
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
注
記
）.

表
１
お
よ
び
表
2
に
お
な
じ
。
事
実
上
、
幹
事
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
た
理
事
（
支
出
理
事
、
庶
務
理
事
な
ど
）
を
ふ
く
め
た
。
主
事
お
よ
び
専
任
幹
事
ほ

か
を
の
ぞ
き
、
氏
名
の
下
に
当
該
役
職
に
在
任
中
の
職
位
を
判
明
す
る
か
ぎ
り
括
弧
書
き
で
記
載
し
た
。
一
部
に
正
確
な
役
職
名
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合

が
あ
る
。
ま
た
、
姓
の
み
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
記
載
を
ひ
か
え
た
場
合
（「
賀
数
幹
事
」
と
し
て
『
沖
縄
教
育
』
一
四
二
号
、
九
八
頁
に
記
載
）
が
あ
る
。

　

同
表
に
も
と
づ
く
分
析
に
立
ち
入
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
実
務
層
の
所
掌
事
項
、
選
出
方
法
と
定
数
な
ど
を
必
要
な

か
ぎ
り
確
認
す
る
。
幹
事
は
庶
務
お
よ
び
会
計
の
事
務
を
担
当
し
、
会
長
に
よ
る
具
状
や
推
薦
に
も
と
づ
き
総
裁
が
嘱

任
、
あ
る
い
は
嘱
託
し
た
。
当
初
、
三
名
が
配
置
さ
れ
た
が
（
規
則
①
～
④
）、
一
九
一
五
年
前
後
に
お
い
て
は
関
係
規

則
に
お
い
て
幹
事
が
み
ら
れ
ず
、
書
記
が
配
置
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
（
規
則
⑤
）。
こ
の
の
ち
に
は
幹
事
長
一
名
が
別

途
、
選
出
さ
れ
た
ほ
か
、
幹
事
は
若
干
名
と
さ
れ
た
（
以
上
、
規
則
⑥
）。
一
方
、
主
事
は
会
則
の
改
正
に
よ
り
一
九
三

一
年
か
ら
会
長
に
よ
り
一
名
が
選
出
さ
れ
た
。
そ
の
所
掌
は
、
幹
事
と
と
も
に
「
庶
務
会
計
編
輯
」
の
事
務
を
担
う
こ

と
と
さ
れ
た
（
規
則
⑦
）。
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な
お
、
当
初
、
幹
事
は
会
長
や
副
会
長
と
と
も
に
名
誉
職
と
規
定
さ
れ
、
手
当
が
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
時
期
が
あ
る

（
規
則
①
②
）。
す
く
な
く
と
も
一
九
一
一
年
時
点
で
は
当
該
予
算
が
沖
縄
県
教
育
会
に
お
い
て
計
上
さ
れ
、
の
ち
に
は

主
事
を
ふ
く
め
手
当
の
支
給
が
定
着
す
る）

11
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
実
務
層
の
任
命
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
幹
事
に
か
か
わ
る
、
ひ

と
つ
の
事
例
を
提
示
し
よ
う
。
つ
ぎ
の
写
真
は
、
那
覇
尋
常
高
等
小
学
校
長
・
鄰
谷
義
一
が
一
九
〇
三
年
ま
で
兼
務
し

た
幹
事
と
し
て
の
嘱
託
を
解
か
れ
る
際
の
任
命
原
本
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
事
例
が
物
証
す
る
よ
う
に
、
幹
事
と
し
て
の
嘱

託
（
こ
の
場
合
は
解
任
）
に
際
し
て
は
、
通
常
の
任
命
手
続
き
と
お
な
じ
く
辞
令
の
交
付
を
と
も
な
っ
て
い
た）

11
（

。

　

あ
ら
た
め
て
、
同
表
の
分
析
に
も
ど
る
。
史
料
的
な
制
約
か
ら
個
別
の
在
任
期
間
は
正
確
に
は
計
測
し
が
た
い
。
た

と
え
ば
、
同
表
で
単
年
と
し
て
記
載
し
た
場
合
で
も
、
実
際
に
は
そ
の
後
も
継
続
し
て
在
任
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で

き
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
い
え
ば
、
比
較
的
短
い
期
間
に
と
ど
ま
る
場
合
が
目
立
つ
一
方
、
在
任
期
間
が
一
〇

年
以
上
の
場
合
が
二
名
あ
る
（
大
山
武
輔
、
諸
見
里
朝
清
）。
つ
ぎ
に
各
類
別
の
分
析
に
移
る
。

　

ま
ず
、
出
身
地
類
別
で
は
、
不
詳
の
九
名
を
の
ぞ
け
ば
、
五
八
名
の
う
ち
、
六
割
以
上
を
占
め
る
三
五
名
が
沖
縄
出

身
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
一
九
二
〇
年
代
を
境
に
顕
在
化
し
て
お
り
、
す
く
な
く
と
も
一
九
三
〇
年
代
以
後
の
実
務
層

は
、
沖
縄
出
身
者
に
よ
り
ほ
ぼ
専
有
さ
れ
る
傾
向
を
強
め
る
。
逆
に
一
九
二
〇
年
代
以
前
で
は
、
沖
縄
出
身
の
実
務
層

は
少
数
に
と
ど
ま
る
。
こ
う
し
た
事
実
経
過
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
引
照
し
た
よ
う
に
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き

た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
背
景
に
は
な
に
が
あ
る
の
か
に
ま
で
分
析
を
す
す
め
る
。
そ
の
際
、
つ
ぎ
に
み
る
学
歴
類
別
、
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お
よ
び
職
歴
類
別
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
身
地
類
別
と
お
な

じ
く
双
方
の
類
別
に
お
い
て
も
一
九
二
〇
年
代
を
境
と
し
た
大
き
な
変
容
が
確

認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
年
代
以
後
に
は
学
歴
類
別
と
し
て
は
、
主
に
沖
縄

師
範
学
校
を
卒
業
し
た
師
範
学
校
系
列
で
あ
り
、
か
つ
職
歴
類
別
と
し
て
、
小

学
校
長
な
ど
の
教
育
系
列
と
し
て
ほ
ぼ
定
着
を
み
て
い
た
。
そ
の
半
面
、
同
年

代
以
前
に
は
、
学
歴
類
別
に
お
い
て
師
範
学
校
系
列
と
大
学
系
列
が
、
職
歴
類

別
で
は
教
育
系
列
と
行
政
系
列
が
そ
れ
ぞ
れ
混
在
し
て
お
り
、
同
年
代
以
後
と

は
人
的
構
成
に
お
い
て
傾
向
を
異
に
す
る
。
以
上
か
ら
実
務
層
の
人
的
構
成
は

学
歴
類
別
と
職
歴
類
別
に
お
い
て
も
同
年
代
に
前
後
し
て
変
容
し
て
い
た
こ
と

が
導
き
出
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
同
年
代
に
前
後
し
た
人
的
構
成
の
変
容
の

背
景
に
つ
い
て
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
視
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
専
任
幹
事
や
主
事
と
い
う
、
専
務
者
を
の

ぞ
け
ば
、
い
ず
れ
も
他
職
と
の
兼
務
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
経
過
に
か
か
わ
る
。

　

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
幹
事
は
県
視
学
に
よ
る
兼
務
で
あ
っ
た
場
合
が
通
史
的
に
み
て
、
も
っ
と
も
多
い
事
例
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
同
表
中
の
氏
名
欄
に
括
弧
書
き
で
付
記
さ
れ
た
職
位
に
注
目
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
そ
れ
は
該
当
者
の
人
数
に
も
と
づ
き
、
昇
順
に
以
下
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
第
一
に
沖
縄
師
範
学
校
教
諭

や
訓
導
、
ま
た
、
中
学
校
教
諭
、
さ
ら
に
小
学
校
長
な
ど
の
職
歴
類
別
上
の
教
育
系
列.

（
沖
縄
師
範
学
校
書
記
な
ど
を
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ふ
く
め
れ
ば
、.

六
七
名
中
、.

一
五
名
が
該
当）

11
（

。
以
下
、
お
な
じ
）、
第
二
に
学
務
課
長
、
お
よ
び
学
務
課
な
ど
の
県
属.

（
社
会
教
育
主
事
と
学
校
衛
生
技
師
を
ふ
く
む
）.

の
お
な
じ
く
行
政
系
列
で
あ
る.（
一
九
名
）。
そ
し
て
、
最
多
と
な
る
の

は
第
三
の
分
類
と
し
て
、
県
視
学
で
あ
る.（
二
四
名
）。
く
わ
え
て
同
表
で
は
県
属.（
社
会
教
育
主
事
）.

と
し
て
分
類
さ

れ
た
つ
ぎ
の
五
名
は
、
い
ず
れ
も
幹
事
と
し
て
の
着
任
の
前
後
に
県
視
学
、
あ
る
い
は
郡
視
学
を
歴
任
し
て
い
る.

（
溝

口
重
亮
、
佐
藤
栄
四
郎
、
比
嘉
賀
新
、
諸
見
里
朝
清
、
島
袋
清
恒
）。
ま
た
、
専
務
者
を
ふ
く
め
る
な
ら
ば
、
専
任
幹
事

の
一
名
は
郡
視
学
の
歴
任
者
で
あ
る.

（
外
間
政
暉
））

11
（

。
以
上
の
六
名
を
仮
に
合
算
す
れ
ば
、
六
七
名
の
幹
事
・
主
事
の

う
ち
総
計
で
四
割
以
上
を
占
め
る
三
〇
名
が
県
視
学
、.

あ
る
い
は
郡
視
学
を
歴
任
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
多

く
の
場
合
、.

学
歴
類
別
に
お
い
て
師
範
学
校
系
列
で
あ
り
、.

職
歴
類
別
で
は
教
育
系
列
に
分
類
可
能
で
あ
る
が
、.

幹
事
・

主
事
と
し
て
の
在
任
中
、.

あ
る
い
は
前
後
に
お
い
て
は
行
政
系
列
に
つ
ら
な
る
こ
と
に
と
く
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
幹
事
と
主
事
に
か
か
わ
る
人
的
構
成
の
特
徴
に
つ
い
て
、
県
視
学
の
視
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み
る
。
こ
れ

ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
七
年
以
後
、
沖
縄
戦
に
い
た
る
ま
で
、
県
視
学
は
総
計
で
五
五
名
の
在
任
が
確
認
さ

れ
る
（
宮
古
・
八
重
山
両
支
庁
勤
務
を
ふ
く
む
））

1（
（

。
こ
の
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
そ
の
半
数
程
度
は
沖
縄
県
教
育
会
の
幹

事
・
主
事
を
兼
務
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
当
該
二
四
名
の
う
ち
二
〇
名
は
一
九
二
〇
年
代
以
後
に
在
任
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
以
上
に
み
た
同
年
代
に
前
後
す
る
人
的
構
成
の
変
容
は
、
単
純
化
す
れ
ば
、
現
職
の
県
視
学
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
と
い
え
る
。
以
上
か
ら
導
き
出
せ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
視
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
年
代
を
境
と
し
た
実

務
層
に
お
け
る
人
的
構
成
の
変
容
は
、
沖
縄
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
小
学
校
長
な
ど
を
歴
任
し
た
沖
縄
出
身
者
に
よ
る
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も
の
と
し
て
現
象
的
に
は
説
明
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
沖
縄
出
身
者
の
参
入
と
い
う
だ
け
で
は
十
全

に
実
態
を
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
よ
り
重
要
な
事
実
経
過
は
同
会
に
お
け
る
日
常
の
運
営
が
県
視
学
と
い
う
行

政
系
列
に
つ
ら
な
る
学
務
担
当
者
に
よ
り
直
接
的
に
所
掌
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
判
断
で
き
る
根
拠
を
以

下
に
示
す
。

　

じ
つ
は
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
小
学
校
教
員
・
校
長
、
ま
た
、
県
視
学
な
ど
に
お
い
て
沖
縄
出
身
者
の
参
入
が
本

格
化
し
は
じ
め
る
の
は
学
務
当
局
に
お
い
て
計
画
化
さ
れ
た
必
然
的
な
現
象
で
あ
っ
た）

11
（

。
と
い
う
の
は
、
一
九
〇
〇

年
前
後
を
契
機
と
し
て
、
沖
縄
師
範
学
校
卒
業
生
の
養
成
と
配
置
が
正
系
ル
ー
ト
と
し
て
定
着
し
た
（
勅
令
三
四
七
号

「
師
範
学
校
生
徒
定
員
ニ
関
ス
ル
件
」
一
八
九
七
年
ほ
か
）。
そ
の
の
ち
二
〇
年
あ
ま
り
が
経
過
す
る
こ
と
で
、
一
九
二

〇
年
代
か
ら
は
男
性
教
員
の
み
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
従
前
の
小
学
校
教
員
に
か
ぎ
ら
ず
、
沖
縄
出
身
者
が
小
学
校

長
に
ま
で
任
命
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。
同
年
代
に
お
い
て
も
、
さ
き
に
み
た
沖
縄
県
教
育
会
の
指
導
層
に
く
わ
え
、
か

さ
ね
て
指
摘
す
れ
ば
沖
縄
師
範
学
校
長
の
す
べ
て
、
ま
た
、
同
校
教
諭
に
つ
い
て
は
一
部
の
例
外
を
の
ぞ
き
、
そ
の
ほ

ぼ
す
べ
て
が
他
府
県
出
身
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
小
学
校
教
員
を
は
じ
め
と
し
た
教
育
界
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め

る
人
的
構
成
は
沖
縄
出
身
者
を
中
心
と
し
た
も
の
に
同
年
代
以
後
、
す
で
に
変
容
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事

実
経
過
に
も
と
づ
け
ば
、
む
し
ろ
、
同
年
代
に
お
け
る
沖
縄
出
身
者
の
参
入
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
職

位
に
あ
っ
た
沖
縄
出
身
者
が
同
会
に
お
い
て
幹
事
・
主
事
と
し
て
選
出
さ
れ
て
い
た
の
か
、
こ
の
点
こ
そ
が
注
視
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
前
提
に
も
と
づ
き
、
同
年
代
以
後
の
実
務
層
が
学
務
担
当
者
に
よ
り
一
元
化
さ
れ
て
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い
た
と
い
う
事
実
経
過
が
、
本
稿
で
の
分
析
結
果
と
し
て
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

四　

結
論
と
課
題

　

こ
れ
ま
で
の
分
析
結
果
に
も
と
づ
き
得
ら
れ
た
知
見
を
ふ
た
つ
に
分
類
し
て
集
約
す
る
と
と
も
に
、
本
稿
が
研
究
史

に
ど
の
よ
う
な
展
望
を
切
り
拓
く
の
か
を
示
す
。

　

ひ
と
つ
め
の
知
見
は
、
沖
縄
県
教
育
会
に
お
け
る
役
職
者
の
人
的
構
成
の
う
ち
、
と
く
に
沖
縄
出
身
者
の
位
置
に
か

か
わ
る
。
本
稿
で
は
現
時
に
お
い
て
可
能
な
か
ぎ
り
の
史
料
調
査
の
成
果
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
同
会
に
お
け
る
人
的

構
成
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
、
そ
の
通
史
的
な
視
野
を
切
り
拓
い
た
。
沖
縄
出
身
者
の
位
置
に
留
意
し
て
確
認
す
れ
ば
、

そ
れ
は
指
導
層
、
お
よ
び
実
務
層
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
集
約
で
き
る
。
ま
ず
、
指
導
層
に
か
か

わ
り
つ
ぎ
の
知
見
が
得
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
会
に
お
い
て
総
裁
を
知
事
が
、
会
長
を
内
務
部
長
が
、
副
会
長
を
学

務
課
長
が
兼
務
す
る
と
い
う
、
広
く
知
ら
れ
た
、
兼
務
体
制
が
確
立
し
た
の
は
一
九
二
五
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
す

く
な
く
と
も
一
九
一
五
年
以
前
の
総
裁
の
兼
務
体
制
は
、
評
議
員
会
、
あ
る
い
は
代
議
員
に
よ
る
一
定
の
手
続
き
を
経

て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
関
係
規
則
に
お
い
て
か
な
ら
ず
し
も
自
明
で
は
な
か
っ
た
。
お
な
じ
く
、
会
長
・
副
会
長
に
つ

い
て
は
、
教
育
系
列
と
行
政
系
列
の
両
系
列
が
相
互
に
複
合
的
に
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
通
史
的
に
推
移
し
た
。
先
行

研
究
と
の
照
合
と
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
指
導
層
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
他
府
県
出
身
者
に
専
有
さ
れ
、
沖
縄
出
身
者
は
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限
定
さ
れ
た
一
部
の
例
外
に
と
ど
ま
っ
た
。
つ
ぎ
に
実
務
層
に
つ
い
て
、
総
計
で
六
七
名
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
で
、

そ
の
変
容
過
程
を
あ
ら
た
に
解
明
し
た
。
幹
事
・
主
事
の
人
的
構
成
に
は
一
九
二
〇
年
代
を
境
と
し
て
大
き
な
変
容
が

確
認
さ
れ
た
。
同
年
代
以
前
に
み
ら
れ
た
混
在
型
か
ら
変
容
を
遂
げ
、
沖
縄
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
の
ち
、
小
学
校
長

な
ど
を
歴
任
し
た
教
育
系
列
に
よ
り
専
有
化
し
て
い
た
。
し
か
も
、
指
導
層
と
は
対
照
的
に
、
判
明
し
て
い
る
か
ぎ
り

沖
縄
出
身
者
が
全
体
と
し
て
み
れ
ば
六
割
以
上
を
占
め
た
。
こ
の
傾
向
は
一
九
三
〇
年
代
以
後
に
さ
ら
に
強
ま
り
、
実

務
層
は
沖
縄
出
身
者
に
よ
る
専
有
に
ま
で
変
容
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
経
過
は
、
い
ず
れ
も
従
来
の
研
究
に
お
い
て
断

片
的
に
の
み
捕
捉
さ
れ
る
と
い
う
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
。
本
稿
に
よ
り
、
指
導
層
と
実
務
層
に
区
分
の
う
え
、
同

会
に
お
け
る
役
職
者
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
の
通
史
的
な
視
野
が
あ
ら
た
に
確
立
し
た
。
こ
の
点
は
本
稿
の
基
礎
的
な

成
果
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
知
見
は
、
沖
縄
県
教
育
会
に
お
け
る
人
的
構
成
を
総
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
か
か
わ
る
。
本
稿
は
、

知
事
や
内
務
部
長
、
学
務
課
長
な
ど
に
よ
る
兼
務
体
制
に
つ
い
て
、
そ
の
変
容
過
程
を
具
体
的
に
解
明
し
た
。
つ
い
で

実
務
層
に
お
い
て
、
県
視
学
と
い
う
学
務
担
当
者
に
よ
る
兼
務
体
制
が
一
九
二
〇
年
代
以
後
に
定
着
し
た
こ
と
を
解
明

し
た
。
こ
う
し
た
人
的
構
成
の
変
容
は
実
務
層
へ
の
沖
縄
出
身
者
の
参
入
と
同
時
並
行
で
進
行
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
、
学
務
当
局
の
制
度
的
な
組
織
機
構
に
属
さ
な
い
、
教
員
団
体
と
し
て
の
同
会
の
実
務
的
な
運
営
が
学
務
当
局
と
一

元
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
一
元
化
は
同
会
の
創
立
と
と
も
に
あ
ら
か
じ
め
確
立
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
同
会
と
学
務
当
局
と
の
一
元
化
は
、
人
的
構
成
か
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ら
み
れ
ば
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
本
稿
に
よ
り
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
知
見
は
、
近
代
沖
縄
教
育
史
に
関
す
る
研
究
に
ど
の
よ
う
な
展
望
を
示
唆
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
研

究
と
本
稿
と
の
各
論
的
な
照
応
関
係
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
た
め
、
こ
こ
で
は
以
下
の
点
を
確
認
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
地
方
教
育
行
政
を
担
っ
た
学
務
当
局
と
と
も
に
、
そ
の
運
営
を
担
っ
た
沖
縄
県
教
育
会
な
ど
の

教
員
団
体
を
中
心
的
な
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
内
容
に
着
目
す
る
傾
向
を
強
く
も
つ
。
そ
の
半
面
、
お
な
じ

く
そ
れ
ぞ
れ
の
人
的
構
成
が
事
実
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は

現
時
に
お
い
て
も
未
解
明
な
点
が
依
然
、
多
く
の
こ
さ
れ
る
。
元
来
、
言
説
自
体
を
深
く
捉
え
る
う
え
で
、
こ
こ
で
い

う
人
的
構
成
へ
の
理
解
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
に
言
説
は
一
定
の
関
係
性
の
な
か
で
生
み
出

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
人
的
構
成
の
内
実
は
関
係
性
を
構
成
す
る
主
な
要
因
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
本
稿
が
具
体

的
に
解
明
し
た
、
沖
縄
県
教
育
会
に
お
け
る
他
府
県
出
身
者
と
沖
縄
出
身
者
と
の
関
係
性
、
な
か
で
も
指
導
層
へ
の
後

者
の
就
任
が
事
実
上
、
制
約
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
い
う
関
係
性
の
実
例
と
し
て
あ
ら
た
め
て
想
起
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
人
的
構
成
へ
の
着
目
は
、
当
該
機
構
や
団
体
の
中
長
期
に
お
よ
ぶ
変
容
と
い
う
視
野
を
同

時
に
提
示
し
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
琉
球
王
国
の
廃
絶
に
と
も
な
い
あ
ら
た
に
は
じ
ま
っ
た
、
近
代
沖
縄
教
育
史
に
お
い

て
、
こ
こ
で
い
う
人
的
構
成
の
変
容
は
他
府
県
と
は
異
な
る
固
有
の
主
題
と
な
る
。
人
的
構
成
の
変
容
は
同
会
に
お
け

る
言
説
か
ら
か
な
ら
ず
し
も
明
示
的
に
み
え
て
く
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
近
代
沖
縄
教
育
史
の
変
容
を
深
層
に
お
い

て
方
向
づ
け
規
定
し
て
い
た
要
因
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
的
構
成
の
変
容
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
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は
、
言
説
に
も
と
づ
く
従
来
の
分
析
と
は
異
な
る
あ
ら
た
な
視
点
を
近
代
沖
縄
教
育
史
に
提
示
し
う
る
。
以
上
の
知
見
、

お
よ
び
展
望
と
あ
わ
せ
本
稿
で
は
い
く
つ
か
の
課
題
を
見
出
す
に
い
た
っ
た
。
以
下
、
主
要
な
も
の
に
限
定
し
て
ふ
た

つ
を
記
す
。

　

ひ
と
つ
は
実
務
層
に
つ
い
て
の
史
料
的
な
視
野
に
か
か
わ
る
。
六
七
名
を
対
象
と
し
た
実
務
層
の
分
析
に
際
し
て
表

3
に
み
た
よ
う
に
、
現
時
に
お
い
て
出
身
地
類
別
の
不
詳
は
九
名
、
学
歴
類
別
、
お
よ
び
職
歴
類
別
が
い
ず
れ
も
不
詳

の
場
合
は
一
二
名
に
の
ぼ
る
。
さ
ら
に
全
体
の
三
割
以
上
を
占
め
る
、
二
四
名
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
類
別
が
不
詳

で
あ
り
、
十
分
な
分
析
に
い
た
ら
な
い
。
な
か
で
も
一
九
〇
〇
年
代
前
後
の
以
前
に
不
詳
が
集
中
す
る
。
い
ず
れ
も
今

後
の
史
料
的
な
視
野
を
拡
張
す
る
手
立
て
を
必
要
と
す
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
課
題
は
、
沖
縄
県
教
育
会
に
お
け
る
人
的
構
成
を
み
る
視
点
の
拡
張
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
同

会
に
お
け
る
人
的
構
成
は
、
本
稿
が
対
象
と
し
た
指
導
層
、
実
務
層
に
限
定
さ
れ
な
い
。
と
く
に
実
務
層
と
し
て
評
議

員
・
代
議
員
、
ま
た
、
既
述
し
た
各
地
方
部
会
長
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
事
項
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
幹
事
・
主
事
と
と
も

に
同
会
の
運
営
に
お
い
て
、
実
務
上
の
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
。
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
本
稿
が
解
明
し
た
指

導
層
の
選
出
方
法
と
地
方
部
会
長
に
お
け
る
そ
れ
と
の
ち
が
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
指
導
層
の
兼
務
体
制
は
後
年
に

お
い
て
ほ
ぼ
通
例
化
す
る
こ
と
で
お
お
む
ね
安
定
的
に
推
移
し
た
こ
と
を
さ
き
に
み
た
。
そ
れ
と
は
異
な
り
、
と
く
に

地
方
部
会
長
に
つ
い
て
は
、
後
年
に
お
い
て
か
な
ら
ず
し
も
安
定
的
で
は
な
く
、
同
時
に
各
地
方
部
会
に
お
い
て
多
様

に
進
行
し
た
。
と
い
う
の
は
、
事
実
上
、
評
議
員
会
で
の
機
関
決
定
を
枠
組
み
と
し
た
、
指
導
層
の
選
出
方
法
と
は
異
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な
り
、
各
地
方
部
会
に
お
け
る
会
長
な
ど
の
選
出
に
お
い
て
は
会
員
に
よ
る
直
接
選
挙
が
提
起
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

そ
の
際
、
職
歴
類
別
に
か
か
わ
る
本
稿
で
の
用
法
を
援
用
す
れ
ば
、
教
育
系
列
と
行
政
系
列
と
の
あ
い
だ
に
部
会
長
な

ど
の
選
出
を
め
ぐ
り
、
あ
る
種
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
生
起
し
て
い
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
比
較
的
、
知
ら
れ
た
中
頭
郡
部
会
が
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る）

11
（

。
一
九
二
六
年
六
月
一
二
日

に
開
催
さ
れ
た
同
部
会
に
は
、
お
よ
そ
二
五
〇
名
の
会
員
が
参
加
し
た
。
郡
役
所
廃
止
を
直
前
に
し
た
時
期
の
開
催
で

あ
り
、
同
部
会
長
の
選
出
方
法
が
争
点
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
同
部
会
で
は
郡
長
が
会
長
に
就
任
し
て
き
た
慣
行
が
会

員
か
ら
問
い
た
だ
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た）

11
（

。
郡
長
ら
と
美
東
尋
常
高
等
小
学
校
訓
導
・
堀
川
恭
良
な
ど
会
員
と
の
あ

い
だ
で
の
や
り
と
り
の
結
果
、
会
長
・
副
会
長
の
選
挙
を
評
議
員
会
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
を
さ
だ
め
た
会
則
の
提

議
案
を
廃
止
し
、
会
員
の
互
選
に
も
と
づ
き
直
接
、
選
出
す
る
あ
ら
た
な
条
項
が
動
議
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で

堀
川
が
会
員
に
呼
び
か
け
た
発
言
内
容
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

原
案
（
会
則
の
提
議
案
を
さ
す
。
引
用
者
）
に
は
絶
対
反
対
で
あ
る
。
是
非
、
官
製
部
会
の
一
大
改
革
を
此
の
際
、

断
行
し
た
い
。
諸
君
、
吾
が
部
会
の
歴
史
を
思
っ
て
見
給
へ
。
会
長
は
教
育
に
無
理
解
な
郡
長
を
頂
き
、
そ
の
官
僚

的
壓
迫
に
怯
へ
る
弱
小
羊
で
は
な
か
っ
た
か
。
教
育
は
吾
々
の
も
の
で
あ
る
。
郡
長
は
政
治
家
で
あ
る
。
政
治
家
を

教
育
会
長
に
頂
く
の
が
言
語
道
断
だ
。
吾
々
は
今
迄
の
弊
を
充
分
に
痛
感
し
て
い
る
。
飽
く
迄
、
会
長
は
通
常
会
員

の
互
選
で
や
り
度
い
、
諸
君
ど
う
で
す
。
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い
わ
ば
破
調
と
い
え
る
、
こ
う
し
た
急
進
的
な
発
言
に
よ
り
、
会
場
は
「
殺
気
さ
へ
帯
び
」
た
。
結
果
的
に
は
当
該

動
議
が
「
提
議
案
提
出
者
の
外
は
満
場
一
致
で
可
決
」
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
会
長
・
副
会
長
に
は
い
ず

れ
も
同
郡
小
学
校
長
が
あ
ら
た
に
就
任
し
（
順
に
平
田
嗣
一
、
武
富
良
達
））

11
（

、
さ
ら
に
堀
川
は
評
議
員
と
し
て
選
出
さ

れ
た
。
経
緯
の
委
細
や
時
期
に
お
い
て
か
な
ら
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
が
、
同
種
の
事
例
は
郡
役
所
廃
止
と
い
う
制
度

的
背
景
の
も
と
、
他
の
地
方
部
会
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
中
頭
郡
部
会
の
事
例
は
か
な
ら
ず
し
も

例
外
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い）

11
（

。
以
上
の
経
緯
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
、
単
な
る
下
部
組
織
と
し
て
、

沖
縄
県
教
育
会
と
地
方
部
会
と
を
同
一
視
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
地
方
部
会
長
の
人
的

構
成
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
こ
こ
ろ
み
た
、
役
職
者
の
属
性
分
析
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
当
該
地
方
部
会
に
お
け
る

当
事
者
相
互
の
関
係
性
を
視
野
に
収
め
、
い
わ
ば
動
態
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
同
会
と
は
相
対
的
に

独
自
な
組
織
的
実
態
を
備
え
た
、
い
わ
ば
せ
め
ぎ
あ
い
の
場
と
し
て
、
地
方
部
会
に
お
け
る
人
的
構
成
を
捉
え
直
す
こ

と
が
本
稿
に
継
起
す
る
課
題
と
し
て
の
こ
る
。

（
付
記.

）
①
史
料
か
ら
の
引
用
に
あ
た
り
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
、
句
読
点
を
あ
ら
た
に
付
し
た
。
ま
た
、
あ
き
ら
か
な

誤
記
は
訂
正
し
、
通
行
の
字
体
に
あ
ら
た
め
た
。
漢
数
字
は
改
変
し
た
場
合
が
あ
る
。
②
本
稿
は
、
科
学
研
究
費

補
助
金
基
盤
研
究
（
B
）「
沖
縄
に
お
け
る
教
育
指
導
者
層
の
変
容
過
程
に
関
す
る
研
究

─
沖
縄
戦
前
後
の
人
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的
構
成
に
着
目
し
て
」（15H

03475

）
研
究
代
表
・
藤
澤
（
二
〇
一
五
─
二
〇
一
九
年
度
）
に
も
と
づ
く
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

【
注
】

（
1
）	

沖
縄
県
教
育
会
に
お
け
る
組
織
機
構
や
機
関
誌
の
変
容
な
ど
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
委
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
藤
澤
健
一
・

近
藤
健
一
郎
「
解
説
」『「
沖
縄
教
育
」
解
説
・
総
目
次
・
索
引
』
不
二
出
版
、
二
〇
〇
九
年
ほ
か
。

（
2
）	.

設
立
順
に
中
頭
、
島
尻
、
宮
古
、
国
頭
の
各
郡
、
首
里
、
那
覇
の
各
区
、
お
よ
び
八
重
山
郡
の
各
部
会
を
指
す
。
首
里
、
那
覇

の
両
区
は
一
九
二
一
年
に
市
制
に
移
行
し
た
。

（
3
）	

沖
縄
に
お
け
る
師
範
学
校
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
校
名
の
変
更
に
か
か
わ
ら
ず
、
以
下
、
原
則

的
に
沖
縄
師
範
学
校
と
し
て
統
一
的
に
表
記
す
る
。

（
4
）	

以
上
、
藤
澤
健
一
編
『
沖
縄
の
教
師
像

―
数
量
・
組
織
・
個
体
の
近
代
史
』
榕
樹
書
林
、
二
〇
一
四
年
、
九
九
―
一
〇
〇
頁
、

「
本
会
九
年
度
各
部
会
員
数
及
分
担
金
」『
沖
縄
教
育
』
二
一
四
号
、
一
九
三
四
年
六
月
（
二
五
巻
）、「
風
雨
の
中
に
教
育
報
国

を
誓
ふ

─
本
会
定
期
総
会
概
況
」『
沖
縄
教
育
』
二
八
八
号
、
一
九
四
〇
年
八
月
（
三
三
巻
）
ほ
か
。

（
5
）	

石
戸
谷
哲
夫
『
日
本
教
員
史
研
究
』
講
談
社
、
一
九
六
七
年
、
本
間
康
平
『
教
職
の
専
門
的
職
業
化
』
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
、

渡
部
宗
助
『
府
県
教
育
会
に
関
す
る
歴
史
的
研
究

─
資
料
と
解
説
』
科
学
研
究
費
一
般
研
究
（
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
一

九
九
一
年
、
梶
山
雅
史
編
『
近
代
日
本
教
育
会
史
研
究
』
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
同
前
編
『
続
・
近
代
日
本
教
育
会
史
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研
究
』
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
同
編
『
近
・
現
代
日
本
教
育
会
史
研
究
』
不
二
出
版
、
二
〇
一
八
年
ほ
か
。

（
6
）	

主
な
成
果
を
例
示
す
れ
ば
、
琉
球
政
府
編
『
沖
縄
県
史
』
四
巻
（
教
育
）
一
九
六
六
年
、
阿
波
根
直
誠
編
『
沖
縄
県
の
戦
前
に

お
け
る
師
範
学
校
を
中
心
と
す
る
教
員
養
成
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
』
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
般
研
究
Ｂ
）
研
究
成
果
報

告
書
、
一
九
八
〇
年
ほ
か
。

（
7
）	

同
会
機
関
誌
『
沖
縄
教
育
』
の
残
存
状
況
は
ひ
と
つ
の
例
証
と
し
て
知
ら
れ
る
。
同
誌
は
想
定
さ
れ
る
全
体
像
の
五
割
強
が
確

認
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
藤
澤
・
近
藤
、
前
掲
「
解
説
」
八
頁
。
本
稿
で
は
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
配
本
が
開
始
さ
れ
た
、
復
刻

版
『
沖
縄
教
育
』
同
前
刊
、
お
な
じ
く
前
身
誌
『
琉
球
教
育
』（
本
邦
書
籍
、
一
九
八
〇
年
）
を
使
用
し
、
引
用
に
際
し
当
該
巻

数
を
付
記
す
る
（
従
前
、
お
な
じ
）。

（
8
）	

同
書
、「
表
4
―
2　

教
育
会
幹
部
の
顔
ぶ
れ
」
を
ふ
く
め
、
一
七
九
―
一
八
三
頁
。

（
9
）	

く
わ
え
て
事
実
関
係
に
か
か
わ
り
、
当
該
総
覧
に
は
氏
名
表
記
に
誤
記
が
目
立
つ
な
ど
基
本
的
な
問
題
が
あ
る
（
同
表
中
の
誤

記
と
し
て
「
杉
浦
外
世
四
郎
」「
白
石
金
次
郎
」「
勅
使
河
原
博
」「
赤
城
愛
太
郎
」「
渡
嘉
敷
唯
巧
」
ほ
か
）。

（
10
）	

本
稿
で
は
分
析
の
拡
散
を
ふ
せ
ぐ
意
図
か
ら
、
幹
事
・
主
事
に
お
け
る
所
掌
事
項
に
つ
い
て
は
必
要
以
上
に
立
ち
入
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
主
任
の
配
置
や
専
任
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
、
他
府
県
の
教
育
会
に
お
け
る
事
例
と
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
機
関
誌
の
編
集
担
当
主
任
の
配
置
に
つ
い
て
、「
第
八
回
九
州
沖
縄
八
県
教
育
会
主
事
会
議
状
況
」
鹿
児
島
県

教
育
会
『
鹿
児
島
教
育
』
五
〇
三
号
、
一
九
三
四
年
七
月
ほ
か
。

（
11
）	

な
か
で
も
初
期
県
政
に
つ
い
て
は
相
応
の
蓄
積
が
あ
る
。
菊
山
正
明
『
明
治
国
家
の
形
成
と
司
法
制
度
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
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九
九
三
年
ほ
か
。
維
新
後
の
新
府
県
庁
の
人
的
構
成
に
か
か
わ
り
、
大
島
美
津
子
『
明
治
国
家
と
地
域
社
会
』
岩
波
書
店
、
一

九
九
四
年
（
第
一
章
）
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
大
城
将
保
「
戦
時
下
の
沖
縄
県
政

─
昭
和
十
八
年
知
事
事
務
引
継
書
の
周
辺
」

『
沖
縄
史
料
編
集
所
紀
要
』
二
号
、
一
九
七
七
年
、
濱
川
恵
枝
「
旧
沖
縄
県
の
統
治
組
織
・
職
制
に
つ
い
て
」『
沖
縄
県
公
文
書

館
研
究
紀
要
』
六
号
、
二
〇
〇
四
年
参
照
。
近
年
の
集
約
的
な
成
果
と
し
て
、
大
里
知
子
「
第
二
章　

官
僚
知
事
の
系
譜
」『
沖

縄
県
史
』
各
論
編
五
巻
（
近
代
）、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
。
基
礎
的
な
資
料
と
し
て
、
自
治
振
興
中
央
会
『
内
務

省
並
地
方
庁
歴
代
長
官
』
一
九
四
一
年
、
照
屋
栄
一
『
沖
縄
行
政
機
構
変
遷
史
』
一
九
八
四
年
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
沖
縄
師

範
学
校
長
、
教
諭
な
ど
の
出
身
地
に
か
か
わ
る
分
析
と
し
て
、
藤
澤
健
一
『
近
代
沖
縄
教
育
史
の
視
角

―
問
題
史
的
再
構
成

の
試
み
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
年
（
九
章
）
が
あ
る
。
ま
た
、
学
務
部
長
や
学
務
課
長
な
ど
の
学
務
担
当
者
に
特
化
し
た

分
析
と
し
て
、
同
前
「
近
代
沖
縄
に
お
け
る
学
務
担
当
者
の
変
容
過
程

─
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
一
九
四
〇
年
代
は
じ
め
ま

で
の
人
的
構
成
」
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
『
沖
縄
文
化
研
究
』
四
五
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
が
あ
る
。
以
下
、
一
部
を
の

ぞ
き
、
と
く
に
注
記
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
成
果
に
も
と
づ
き
記
述
す
る
場
合
が
あ
る
。

（
12
）	

た
だ
し
、
実
務
層
の
う
ち
、
本
稿
が
取
り
上
げ
な
い
職
位
と
し
て
評
議
員
、
お
よ
び
代
議
員
が
あ
る
。
両
職
位
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
、
前
者
は
一
五
名
、
後
者
が
四
一
名
な
ど
と
し
て
関
係
規
則
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
場
合
が
あ
り
、
相
対
的
に
多
人

数
に
お
よ
ぶ
（
順
に
以
下
に
か
か
げ
る
規
則
②
⑦
）。
こ
の
た
め
、
後
述
の
よ
う
に
選
出
方
法
に
お
い
て
固
有
性
を
備
え
た
地
方

部
会
長
と
あ
わ
せ
て
、
本
稿
と
は
別
立
て
と
し
て
、
独
立
し
た
調
査
分
析
を
く
わ
え
る
必
要
が
あ
る
。

	

　

以
上
を
ふ
く
め
沖
縄
県
教
育
会
関
係
の
規
則
類
（
従
前
ふ
く
め
、
関
係
規
則
と
し
て
総
記
）
に
つ
い
て
、
時
系
列
順
に
列
記
す
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れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
の
関
係
規
則
の
引
証
に
際
し
て
は
、
規
則
①
な
ど
と
し
て
代
記
す
る
（
従
前
も
お
な
じ
）。

	
　

規
則
①
「
沖
縄
県
私
立
教
育
会
規
則
」『
琉
球
教
育
』
四
六
号
、
一
九
〇
〇
年
二
月
（
五
巻
）

	
　

規
則
②
「
沖
縄
県
私
立
教
育
会
規
則
」『
琉
球
教
育
』
八
〇
号
、
一
九
〇
三
年
二
月
（
八
巻
）

	

　

規
則
③
「
沖
縄
教
育
会
定
款
」『
琉
球
教
育
』
九
九
号
、
一
九
〇
四
年
一
〇
月
（
一
〇
巻
）

	

　

規
則
④
「
沖
縄
教
育
会
定
款
」『
沖
縄
教
育
』
七
五
号
、
一
九
一
二
年
七
月
（
五
巻
）

	

　

規
則
⑤
「
沖
縄
教
育
会
定
款
」『
沖
縄
教
育
』
九
五
号
、
一
九
一
四
年
三
月
（
七
巻
）

	

　

規
則
⑥
「
沖
縄
県
教
育
会
会
則
」『
沖
縄
教
育
』
一
〇
四
号
、
一
九
一
五
年
一
一
月
（
九
巻
）

	

　

規
則
⑦
「
沖
縄
県
教
育
会
会
則
」『
沖
縄
教
育
』
一
四
二
号
、
一
九
二
四
年
一
一
月
（
一
三
巻
）

	

　

こ
の
う
ち
規
則
⑦
に
つ
い
て
は
、
主
事
に
関
す
る
事
項
が
新
設
さ
れ
る
な
ど
、
の
ち
に
改
編
を
み
た
。
具
体
的
な
内
容
は
「
県

教
育
会
総
会
」『
沖
縄
教
育
』
一
九
〇
号
、
一
九
三
一
年
八
月
（
二
二
巻
）
参
照
。

	

　

こ
の
ほ
か
の
関
係
規
則
に
「
沖
縄
教
育
会
定
款
施
行
細
則
」『
琉
球
教
育
』
一
〇
七
号
、
一
九
〇
五
年
五
月
（
一
一
巻
）
が
あ

る
。
同
記
事
は
正
確
に
は
「
沖
縄
教
育
会
定
款
施
行
細
則
案
」
と
記
載
さ
れ
る
が
、
掲
載
誌
『
琉
球
教
育
』
次
号
に
お
い
て
、

当
該
題
目
の
「
案
」
が
誤
記
で
あ
る
た
め
、
文
言
を
削
除
す
る
旨
、
記
載
が
あ
る
。
こ
の
経
過
に
か
ん
が
み
て
、
こ
こ
で
は
あ

ら
か
じ
め
「
案
」
を
の
ぞ
い
て
記
載
す
る
。「
本
会
記
事
」『
琉
球
教
育
』
一
〇
八
号
、
一
九
〇
五
年
六
月
（
一
一
巻
）。

（
13
）	

以
上
、
藤
澤
、
前
掲
「
近
代
沖
縄
に
お
け
る
学
務
担
当
者
の
変
容
過
程
」
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
分
析
視
点
を
援
用
。
そ
の
際
、

出
身
地
類
別
に
つ
い
て
は
「
他
府
県
出
身
」
と
「
沖
縄
出
身
」
と
し
て
設
定
し
た
、
同
稿
に
お
け
る
用
語
法
を
本
稿
で
も
適
用
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す
る
。
お
な
じ
く
、
学
歴
類
別
に
つ
い
て
は
、
上
級
学
校
へ
の
進
学
者
は
、
当
該
学
校
中
退
を
ふ
く
め
、
最
終
学
歴
の
み
を
分

析
対
象
と
す
る
。

（
14
）	
た
と
え
ば
、『
沖
縄
県
職
員
録
』
一
九
三
六
年
で
は
「
教
育
調
査
会
」
委
員
と
し
て
、『
沖
縄
県
職
員
録
』
一
九
三
九
年
で
は
「
国

民
精
神
総
動
員
沖
縄
県
実
行
委
員
会
」
委
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
年
の
各
地
方
部
会
長
名
が
か
か
げ
ら
れ
る
。

（
15
）	『
官
報
』
掲
載
の
人
事
関
係
記
事
に
つ
い
て
、
文
部
省
科
学
研
究
費
「
沖
縄
の
歴
史
情
報
研
究
」
特
定
領
域
研
究
（
Ａ
）
研
究
代

表
者
・
岩
崎
宏
之
（
一
九
九
四
―
一
九
九
七
年
度
）
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
き
公
開
さ
れ
た
、
以
下
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
依
拠

し
た
。http://w

w
w
.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/dbinfo/okinaw

a-db

（
16
）	

た
と
え
ば
、
日
比
重
明
の
知
事
在
任
期
間
は
一
九
〇
八
年
四
月
か
ら
一
九
一
三
年
六
月
ま
で
で
あ
り
、
お
な
じ
く
、
井
野
次
郎

は
一
九
三
〇
年
八
月
か
ら
一
九
三
五
年
六
月
ま
で
。
い
ず
れ
も
当
該
期
間
に
は
継
続
的
に
総
裁
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る

な
ど
。

（
17
）	「
沖
縄
教
育
会
沿
革
大
要
」『
沖
縄
教
育
』
三
一
号
、
一
九
〇
八
年
九
月
（
二
巻
）
五
六
頁
。

（
18
）	

桧
垣
直
枝
は
一
八
三
九
年
、
高
知
生
ま
れ
、
高
知
出
身
の
士
族
。
警
視
、
内
務
省
参
事
官
な
ど
を
経
て
、
一
八
八
九
年
に
沖
縄

県
書
記
官
に
着
任
し
た
。『
記
録
材
料
・
各
官
庁
所
属
官
吏
現
員
調
書
八
』、『
官
吏
進
退
・
明
治
二
十
二
年
官
吏
進
退
十
八
・
府

県
四
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、『
警
視
庁
職
員
録
』
一
八
七
六
年
。

（
19
）	

在
任
期
の
早
い
順
に
、
児
玉
喜
八
、
三
木
原
廣
助
、
岸
本
賀
昌
、
島
内
三
郎
、
羽
田
格
三
郎
、
里
見
哲
太
郎
で
あ
る
。

（
20
）	

奥
川
恭
安
は
一
八
五
三
年
、
静
岡
生
ま
れ
。
警
視
庁
警
部
補
な
ど
を
経
て
、
一
八
八
三
年
か
ら
沖
縄
県
警
部
、
典
獄
な
ど
を
歴
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任
し
た
。『
奥
川
恭
安
氏
関
連
資
料　

履
歴
書
1
』（
沖
縄
県
立
図
書
館
所
蔵
）。

（
21
）	

前
者
の
事
例
と
し
て
、「
本
会
総
集
会
の
状
況
」『
琉
球
教
育
』
四
四
号
、
一
八
九
九
年
一
一
月
（
五
巻
）、「
会
報
」『
沖
縄
教
育
』

七
号
、
一
九
〇
六
年
九
月
（
一
巻
）
が
あ
る
。
後
者
と
し
て
「
第
二
六
回
総
会
記
事
」『
沖
縄
教
育
』
八
〇
号
、
一
九
一
二
年
一

二
月
（
六
巻
）
ほ
か
。
こ
の
よ
う
に
同
段
階
に
お
け
る
会
長
・
副
会
長
の
選
出
は
関
係
規
則
の
運
用
を
め
ぐ
り
実
際
に
は
過
渡

的
な
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
如
実
に
現
れ
た
総
会
で
の
や
り
と
り
と
し
て
、「
役
員
改
選
」『
沖
縄
教
育
』
五
三
号
、

一
九
一
〇
年
九
月
（
二
巻
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
22
）	

沖
縄
県
教
育
会
が
代
議
員
制
と
な
る
の
は
一
九
一
四
年
で
あ
る
。「
沖
縄
県
教
育
会
沿
革
概
要
」『
沖
縄
教
育
』
二
四
八
号
、
一

九
三
七
年
四
月
（
二
九
巻
）。
な
お
、
同
会
で
は
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
六
年
に
か
け
て
代
議
員
制
の
導
入
に
つ
い
て
審
議

し
た
も
の
の
「
議
纏
ら
ず
遂
に
沙
汰
止
み
」
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
っ
た
。
以
上
、「
第
一
九
回
総
会
」『
琉
球
教
育
』
一
一
一
号
、

一
九
〇
五
年
九
月
（
一
一
巻
Ｂ
）、「
沖
縄
教
育
会
沿
革
大
要
」
前
掲
『
沖
縄
教
育
』
三
一
号
。

（
23
）	

こ
の
場
合
の
「
選
挙
」
は
、
実
際
に
は
参
事
員
会
か
ら
の
「
推
選
」
と
し
て
形
式
的
に
手
続
き
さ
れ
た
場
合
が
確
認
さ
れ
る
。

「
本
会
総
会
記
事
」『
沖
縄
教
育
』
一
六
五
号
、
一
九
二
七
年
一
〇
月
（
一
八
巻
）。

（
24
）	

前
掲
、「
表
4
―
2　

教
育
会
幹
部
の
顔
ぶ
れ
」
を
素
材
と
し
て
筆
者
が
抽
出
（
本
稿
と
お
な
じ
基
準
に
も
と
づ
き
助
手
な
ど
を

の
ぞ
く
）。

（
25
）	

こ
の
取
り
扱
い
は
、
同
前
「
表
4
―
2　

教
育
会
幹
部
の
顔
ぶ
れ
」
と
お
な
じ
で
あ
る
。

（
26
）	

以
上
、
順
に
「
第
二
五
回
総
会
記
事
」『
沖
縄
教
育
』
六
五
号
、
一
九
一
一
年
九
月
（
四
巻
）、「
昭
和
一
〇
年
度
沖
縄
県
教
育
会
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歳
入
歳
出
予
算
書
」『
沖
縄
教
育
』
二
二
四
号
、
一
九
三
五
年
四
月
（
二
五
巻
）。
そ
の
支
給
額
の
多
寡
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
立

ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
後
者
に
よ
れ
ば
当
該
年
度
の
主
事
に
は
月
五
〇
円
が
、
幹
事
に
は
お
な
じ
く
三
五
円
な
い
し
は
四

〇
円
が
支
給
さ
れ
た
。

（
27
）	『
明
治
期
沖
縄
県
関
係
辞
令
書
他
』（
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）。

（
28
）	

地
方
部
会
幹
事
に
お
い
て
も
、
お
な
じ
く
辞
令
の
交
付
が
確
認
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
任
命
に
か
か
わ
る
ひ
と
つ
の
事
例
と
し

て
、
一
九
四
四
年
四
月
一
日
付
、
八
重
山
郡
教
育
部
会
長
・
翁
長
信
全
か
ら
登
野
城
国
民
学
校
教
頭
・
喜
舎
場
英
勝
へ
の
委
嘱

状
が
確
認
で
き
る
（
石
垣
市
立
図
書
館
所
蔵
）。
た
だ
し
、
同
様
の
事
例
の
集
積
に
く
わ
え
、
沖
縄
県
教
育
会
に
お
い
て
幹
事
・

主
事
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
も
と
づ
き
選
出
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
点
に
か
か
わ
る
解
明
は
依
然
、
課
題
と
し
て
の
こ
る
。

（
29
）	

一
九
三
三
年
時
点
の
幹
事
・
遠
藤
金
寿
は
沖
縄
県
立
第
二
中
学
校
教
諭
で
あ
る
と
同
時
に
、
体
育
運
動
主
事
で
あ
っ
た
。
こ
の

場
合
、
ふ
た
つ
の
分
類
に
ま
た
が
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
者
は
兼
務
先
で
あ
り
、
前
者
に
分
類
し
た
。

（
30
）	

島
袋
源
一
郎
、
武
富
良
達
は
い
ず
れ
も
県
視
学
な
ど
を
歴
任
の
の
ち
に
主
事
に
就
任
し
た
た
め
、
第
三
の
分
類
に
算
入
し
た
。

（
31
）	

藤
澤
、
前
掲
「
近
代
沖
縄
に
お
け
る
学
務
担
当
者
の
変
容
過
程
」
四
四
七
―
四
四
九
頁
（
表
4
）。

（
32
）	

以
下
、
藤
澤
編
、
前
掲
『
沖
縄
の
教
師
像
』（「
Ⅱ　

数
量
」
ほ
か
）。

（
33
）	

以
下
、「
官
製
教
育
部
会
の
改
革
を
叫
ん
だ
中
頭
部
会
」、
国
吉
真
哲
「
編
輯
後
記
」『
沖
縄
教
育
』
一
五
四
号
、
一
九
二
六
年
七

月
（
一
六
巻
）。
く
わ
え
て
記
載
内
容
に
か
か
わ
り
、
時
間
軸
の
非
整
合
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
当
事
者
に
よ
る
回
想
と
し

て
、
金
城
英
浩
「
私
の
戦
後
史
」『
私
の
戦
後
史
』
六
集
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
八
二
年
が
あ
る
。
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（
34
）	

各
地
方
部
会
の
関
係
規
則
だ
け
を
み
れ
ば
、
会
長
・
副
会
長
の
選
出
に
際
し
て
は
会
員
に
よ
る
選
挙
に
も
と
づ
く
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。
他
方
、.い
ず
れ
も
今
後
の
正
確
な
調
査
研
究
が
望
ま
れ
る
が
、.

実
際
に
各
地
方
部
会
長
に
就
任
し
て
き
た
の
は
、
い

ず
れ
の
部
会
に
お
い
て
も
郡
長
な
ど
の
行
政
系
列
が
目
立
つ
。
こ
こ
で
慣
行
と
記
述
し
た
の
は
、.

こ
う
し
た
背
景
に
も
と
づ
く
。
一

方
、.
宮
古
郡
部
会
の
よ
う
に
「『
本
会
の
会
長
に
、
宮
古
支
庁
長
、
副
会
長
に
視
学
を
推
戴
す
る
』」.

と
の
会
則
の
規
定
が
一
九

二
七
、
八
年
頃
の
こ
と
と
し
て
回
想
さ
れ
た
場
合
が
あ
る
。
伊
志
嶺
賢
二.『
回
顧
二
十
年　

宮
古
教
育
界
夜
話
』.

一
九
六
一
年
、.

一
三
三
頁
。
な
お
、.
以
上
の
根
拠
と
な
り
、.

現
在
、.

確
認
で
き
る
地
方
部
会
に
か
か
わ
る
主
な
規
則
を
時
系
列
順
に
列
記
す
る
。

	

「
沖
縄
県
私
立
教
育
会
国
頭
郡
支
部
会
規
則
」『
琉
球
教
育
』
八
三
号
、
一
九
〇
三
年
五
月
（
九
巻
）

	

「
島
尻
郡
部
会
規
則
」『
琉
球
教
育
』
八
九
号
、
一
九
〇
四
年
一
月
（
九
巻
）

	

「
中
頭
郡
教
育
部
会
規
則
」『
琉
球
教
育
』
九
二
号
、
一
九
〇
四
年
三
月
（
一
〇
巻
）

	

「
島
尻
郡
部
会
規
則
」『
島
尻
教
育
部
会
二
五
年
記
念
誌
』
一
九
一
二
年
三
月
（
三
六
巻
）

	

「
中
頭
郡
教
育
部
会
規
則
」『
中
頭
郡
誌
』
中
頭
郡
教
育
部
会
、
一
九
一
三
年

	

「
沖
縄
教
育
会
国
頭
郡
教
育
部
会
規
則
」『
沖
縄
県
国
頭
郡
志
』
中
頭
郡
教
育
部
会
、
一
九
一
九
年

	

「
首
里
教
育
会
々
則
」『
沖
縄
県
首
里
市
市
制
十
周
年
記
念
誌
』
一
九
三
一
年

	

「
島
尻
郡
教
育
部
会
々
則
」『
島
尻
郡
誌
』
島
尻
郡
教
育
部
会
、
一
九
三
七
年
。

（
35
）	

高
嶺
朝
光
編
『
沖
縄
県
人
事
録
』
沖
縄
朝
日
新
聞
社
、
一
九
三
七
年
、
二
〇
二
、
三
〇
八
頁
。

（
36
）	

近
藤
、
前
掲
「
戦
時
体
制
下
の
沖
縄
県
教
育
会
と
沖
縄
県
庁
」
一
一
八
―
一
二
〇
頁
参
照
。


